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酒田市では、平成１０年から４期にわたり障がい者福祉計画を策定し、障がい者

福祉施策を総合的に推進してきました。このたび、平成２７年に策定した第４期酒

田市障がい者福祉計画を見直し、新たに第５期酒田市障がい者福祉計画を策定しま

した。 

この間、国においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が

施行されたほか、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び児童福祉法の一部改正など

様々な法制度の整備が行われました。 

本市においては、令和２年に「酒田市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」を制定し、障がいを理由とした差別の禁止や障がいの特性に応じた配

慮を行うなど、「心のバリアフリー」の推進を図っているところです。 

本計画については、「酒田市総合計画」にある「誰もがいきいきと暮らしやすい

まち」の実現に向け、障がい者福祉の分野として「障がいのあるなしに関わらず誰

もが安心して自分らしく生活できる地域社会の実現」を基本理念に、市政の基本的

な方向性を明らかにし、各種施策を総合的に進めるためのものです。 

これらの施策を推進していくためには、市民の皆様のご理解、関係機関と連携が

重要になります。今後ともより一層のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

結びに本計画の策定にあたり、酒田市障がい者施策推進協議会及び酒田市障がい

者地域自立支援協議会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご協力をいただきま

した関係機関・関係団体の皆様、ニーズ調査や意見公募（パブリックコメント）を

通して、ご意見をいただきました市民の皆様に心より御礼を申し上げます。 

 

 

令和３年３月 

 

                   酒田市長 丸 山  至 

は じ め に 
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第１章 障がい者福祉計画の概要 

 

１ 計画の趣旨・基本理念 

 

 本市では、平成２８年３月に「第４期酒田市障がい者福祉計画（平成２７年度か

ら令和２年度までの６箇年計画）」及び「第４期酒田市障がい福祉計画（平成２７

年度から２９年度までの３箇年計画）」を策定、平成３０年３月に「第５期酒田市

障がい福祉計画・第１期酒田市障がい児福祉計画（平成３０年度から令和２年度ま

での３箇年計画）」を策定し、障がい者施策を総合的に推進してきました。 

国においては、平成２８年４月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（以下「障害者差別解消法」という。）が施行（平成２５年４月制定）されたほ

か、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）の

改正や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害

者総合支援法」という。）及び児童福祉法の一部改正など様々な法制度の整備が行

われました。 

本市においては、令和２年に「酒田市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」を制定し、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいのある人

に対する理解の浸透を図り、障がいのある人もない人もお互いに基本的人権、尊厳

を認め合い、共に生きることのできるまちを目指しています。 

本市の障がい者手帳を所持している方は令和２年３月現在６，４７０人で、身体

障がい者（身体障害者手帳所持者）は減少していますが、知的障がい者（療育手帳

所持者）、精神障がい者（精神保健福祉手帳所持者）は増加しており、様々な障が

いへの対応の強化が求められています。 

今後も、制度改正が段階的に続くとは言え、障がいのある方一人ひとりの状況に

合わせた支援を行うことが大切であり、かつ、一生涯にわたって切れ目のない支援

を行うことが引き続き求められています。 

このような状況を踏まえ、令和２年度までの計画の趣旨を引き継ぎ、「酒田市総

合計画」にある「誰もがいきいきと暮らしやすいまち」の実現に向け、障がい者福

祉の分野として「障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して自分らしく生活でき

る地域社会の実現」を基本理念に、「第５期酒田市障がい者福祉計画」を策定する

ものです。 

なお、障がい福祉サービス等の具体的な数値目標を掲げ、その実現に向け各種事

業を推進していく必要があることから、「第５期酒田市障がい者福祉計画」と「第

６期酒田市障がい福祉計画・第２期酒田市障がい児福祉計画」は一体的に策定する

こととします。 
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基本理念 

障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して 

自分らしく生活できる地域社会の実現 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

 酒田市障がい者福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定により、国の障

害者基本計画及び県の障がい者計画を基本にして、障がい者のための施策に関する

基本的な事項を定めるものです。 

 酒田市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第８８条第１項の規定により、国の

基本指針に基づいて、各年度における障がい福祉サービス等の量と提供体制を確保

するための計画になります。 

 酒田市障がい児福祉計画は、児童福祉法第３３条の２０の規定により、国の基本

指針に基づいて、各年度における障がい福祉サービス等の量と提供体制を確保する

ための計画になります。 

また、各計画は、本市が策定している酒田市総合計画などの計画と整合性を図っ

た計画とします。 

    

 

計画の名称 根 拠 法 令 計画の性格 

酒田市障がい者福祉計画 障害者基本法 

第１１条第３項 

障がい者のための施策に関する基本的

な事項を定める基本計画 

酒田市障がい福祉計画 障害者総合支援法

第８８条第１項 

各年度における障がい福祉サービス等

の量と供給体制を確保するための計画 

酒田市障がい児福祉計画 児童福祉法 

第３３条の２０ 

各年度における通所支援等の量と供給

体制を確保するための計画 
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３ 計画の期間及び見直しの時期 

 

 第５期酒田市障がい者福祉計画は、令和３年度から令和８年度までの６年間を計

画期間とします。第６期酒田市障がい福祉計画及び第２期酒田市障がい児福祉計画

は、令和３年度から令和５年度までの３年間を目標年度とします。なお、次期、第

７期酒田市障がい福祉計画及び第３期酒田市障がい児福祉計画は、令和５年度中に

令和６年度から令和８年度までを計画期間として作成することとします。 

 また、各計画は、障がい者にかかわる制度の見直しなど社会状況の変化が早いこ

とから、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

４ 計画の推進体制 

 

 酒田市障がい者福祉計画及び酒田市障がい福祉計画・酒田市障がい児福祉計画を

着実に推進するために、庁内の関係部課において十分な連携を図り関連事業の実施

にあたるものとします。 

酒田市障がい者福祉計画の進捗状況については、毎年、各課が関係事業の実施状

況をチェックし、福祉課において全体のとりまとめを行うものとします。 

酒田市障がい福祉計画・酒田市障がい児福祉計画に掲げる数値目標については、

毎年その数値に対する実績値を把握するとともに、障がい者のニーズや事業者の現

状と課題等についても把握に努めます。 

また、着実に実行していくためには、自治会、コミュニティ振興会、ボランティ

ア団体等の地域住民との相互理解と信頼に基づき協働・連携して進めていくことが

重要です。 

各計画については、これらを踏まえ、次年度以降の事業実施に活かしていくため、

酒田市障がい者施策推進協議会・酒田市障がい者地域自立支援協議会に報告を行い

協議していくものとします。 

 

 

５ 基本目標 

 

 「障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して自分らしく生活できる地域社会の

実現」の基本理念のもと、次の３つの考え方を基本とし、障がい者施策を推進して

いきます。 

 

 （１） 支え合う地域生活の推進 

 （２） 自立や社会参加の推進 

 （３） 安全で安心して生活できるまちづくり 
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６ 計画の体系 

 

  《基本理念》 

    障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して自分らしく生活できる地域

社会の実現 

 

   《基本目標》    《重点目標》 

 

１ 支え合う地域生活の推進  

         

1（1）障がい及び障がい者への理解の促進  

         

1（2）心のバリアフリーの推進、権利擁護の推進   

         

 

 

         

1（4）保健・医療・福祉の連携、充実  

        

1（5）障がい福祉サービスの拡充  

 

 ２ 自立や社会参加の推進  

         

1（1）教育、療育の充実   

         

1（2）雇用、就労の促進   

         

1（3）スポーツ、レクリエーション及び文化、芸術活動の振興   

     

 ３ 安全で安心して生活できるまちづくり  

         

  

         

 

1（2）ボランティア活動の促進   

         

1（3）防災体制の推進、消費者トラブルの防止  

 

（3）相談支援の充実、情報の利用しやすさ（アクセシビリティ）

の向上 

（1）バリアフリー、ユニバーサルデザインによるまちづくり 

の推進 
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７ 本市諸計画との関連 

 

 酒田市障がい者福祉計画は、国の「障害者基本計画」、県の「山形県障がい者計

画」を基本として策定したものです。 

酒田市障がい福祉計画は、国の「基本指針」、県の「山形県障がい福祉計画」の

趣旨と方向性を踏まえた上で策定したものです。同じく酒田市障がい児福祉計画は、

国の「基本指針」、県の「山形県障がい児福祉計画」の趣旨と方向性を踏まえた上

で策定したものです。 

 酒田市が策定している関連計画と相互に連携・強化し、効果的な推進を図ります。 
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（関連計画の概要） 

 

  第３期酒田市地域福祉計画    

地域に住むすべての人が、身体状況や環境等が変化してもいつまでも安心して、安全に

暮らすことができるよう、地域に関わる様々な担い手が力を合わせ、支え合う社会の実現

を目指します（平成２８年度から令和２年度までの５箇年計画）。※第４期計画は策定中 

 

 さかた健康づくりビジョン【健康さかた２１（第３期）】  

みんながいつまでも元気に健康で暮らすことができるまち「～健やかさかた、のばそう

健康寿命！～」実現を目指します。健康増進法に謳われる「健康寿命の延伸」「壮年期死亡

の減少」及び「生活の質の向上」を図るため、市民一人ひとりが主体的に実践できる健康

づくりと、社会全体としての健康づくりを支援します（平成２９年度から令和４年度まで

の５箇年計画）。  

  

 第８期酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画  

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、高

齢者の自立支援・重度化防止に向けた医療・介護の連携や、制度の持続可能性を確保する

「地域包括ケアシステム」のもと、高齢者を地域全体で支える体制づくりや高齢者を取り

巻く生活環境づくりなど、高齢者の施策を総合的に推進するものです（令和３年度から令

和５年度までの３箇年計画）。 

 

 酒田市子ども・子育て支援事業計画（第２期）  

 酒田市の幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するととも

に、すべての子どもの育ちを保障し、子育て中の保護者を支援していくための計画です（令

和２年度から令和６年度までの５箇年計画）。 
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   第２期酒田市教育振興基本計画    

 「学び合い ともに生きる 公益のまち酒田の人づくり」を教育目標とする、本市にお

ける教育の振興のための施策に関する基本的な計画です（令和２年度から令和年１１年度

までの１０箇年計画）。 

 

 酒田市生涯学習推進計画  

 市民が生涯学習により自己研鑽と交流を深め、総合計画に謳うまちづくり・地域づくり

につなげるという視点から、市民と行政が一体となって生涯学習を推進するための基本的

な考え方や方向性を示すものです（令和２年度から令和１１年度までの１０箇年計画）。 

 

 酒田市スポーツ推進計画  

 酒田市のスポーツ推進の指針として策定されたものです。「スポーツを楽しみ、健康で魅

力あるまち酒田」を目標に掲げ、多くの市民が「する」「みる」「ささえる」といったさま

ざまな形でスポーツに参加し、幸福で豊かな生活を営むことができる社会の創出を目指し

ていきます（令和元年度から令和１１年度までの１１箇年計画）。 

 

酒田市文化芸術推進計画  

 公益の精神を持ち社会の絆を強めながら、文化芸術によるまちづくりを推進するととも

に、未来への投資の視点を反映した新しい価値の創出を目指していきます（平成３０年度

から令和９年度までの１０箇年計画）。 

 

 

 

 酒田市公益活動推進のための基本方針  

市総合計画と市公益のまちづくり条例を踏まえ、公益活動の意義や協働の効果、協働の

基本的な考え方を示し、基本的な施策を掲げ、総合的に公益活動を推進することを目的と

して定めています（平成３０年４月改定）。 

 

 

 

 酒田市地域防災計画  

 災害対策基本法第４２条の規定により、策定が義務付けられた計画です。市民の生命、

身体及び財産を災害から守るため、市、防災関係機関、市民及び事業者が果たすべき責務

と役割、そして、災害の予防、応急対策及び復旧などに関する事項を定めています（令和

２年２月改正）。 
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第２章 障がい者を取り巻く状況 

 

１ 障がい者の状況 

 

（１） 身体障がい（児）者の状況 

 

○令和元年度末（令和２年３月末）現在の身体障がい者（手帳所持者数）は、５，０２１

人で住民基本台帳人口計１００，７４５人の５．０％となっています。そのうち、６５歳

以上が３，６６０人で全体の７２．９％を占めています。障がいの程度では、重度障がい

者（１級２級手帳所持者）が２，２８４人で全体の４５％であり半数近くを占めています。 

 

① 身体障害者手帳 交付の推移（人）                （各年度末） 

      障がい 
年度 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体 内部 計 

平成２７年度 
317 

（4） 
584 

 （13） 
77 

 （0） 
2,790  
（46） 

1,628 
（13） 

5,396 
 （76） 

平成２８年度 
313 

（3） 
580 

 （12） 
72 

  （1） 
2,692   
（40） 

1,648 
 （12） 

5,305 
 （68） 

平成２９年度 
295 

 （3） 
556 

 （12） 
72 

  （0） 
2,649     
（41） 

1,687 
 （13） 

5,259 
 （69） 

平成３０年度 
284 

 （3） 
543 

  （10） 
76 

  （0） 
2,547     
（38） 

1,683 
 （13） 

5,133 
 （64） 

令和元年度 
284 

 （3） 
540 

  （9） 
66 

  （0） 
2,445     
（36） 

1,686 
 （13） 

5,021 
 （61） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 

 
② 身体障害者手帳 等級・障がい別状況（人）     （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

等級 
障がい １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視   覚 
111 

 （2） 
79 

 （1） 
24 

 （0） 
20 

 （0） 
28 

 （0） 
22 

 （0） 
284 

 （3） 

聴覚・平衡 
18 

 （0） 
122 

 （2） 
60 

 （3） 
153 

 （0） 
5 

 （0） 
182 

 （4） 
540 

 （9） 

音声・言語 
4 

 （0） 
2 

 （0） 
35 

 （0） 
25 

 （0） 
 

 
 
 

66 
 （0） 

肢   体 
386 

（22） 
506 

 （4） 
345 

 （2） 
658 

 （1） 
414 

 （6） 
136 

 （1） 
2,445 
（36） 

内   部 
1,042 

 （9） 
14 

 （0） 
185 

 （2） 
445  

 （2） 
 
 

 
 

1,686 
（13） 

計 1,561 
（33） 

723 
 （7） 

649 
 （7） 

1,301 
 （3） 

447 
 （6） 

340 
 （5） 

5,021 
（61） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 
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③ 身体障害者手帳 等級・障がい別新規交付者の状況（人） （令和 2年 3月 31 日現在） 
    等級 
障がい 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視   覚 
6 

 （0） 
5 

 （0） 
2 

 （0） 
2 

 （0） 
2 

 （0） 
1 

 （0） 
17 

 （0） 

聴覚・平衡 
0 

 （0） 
1 

 （0） 
2 

 （0） 
12 

 （0） 
0 

 （0） 
12 

 （0） 
26 

 （0） 

音声・言語 
0 

 （0） 
0 

 （0） 
1 

 （0） 
1 

 （0） 
 

 
 
 

2 
 （0） 

肢   体 
15 

 （1） 
16 

 （0） 
6 

 （0） 
12 

 （0） 
10 

 （0） 
4 

 （0） 
63 

 （1） 

内   部 
82 

 （0） 
0 

 （0） 
13 

 （0） 
42 

 （0） 
 
 

 
 

137 
 （0） 

計 103 
 （1） 

21 
 （0） 

24 
 （0） 

69 
 （0） 

12 
 （0） 

16 
 （0） 

245 
 （1） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 

 

④ 身体障害者手帳 年齢階層別状況の推移（人）    （令和 2 年 3月 31 日現在） 

区      分 
平成２７年度末 令和元年度末 

人 数 割 合 人 数 割 合 

１８歳未満 76 1.4% 61 1.2% 

１８～６４歳 1,276 23.6% 1,300 25.9% 

６５歳以上 4,044 74.9% 3,660 72.9% 

総      数 5,396 100.0% 5,021 100.0% 

 

（２） 知的障がい（児）者の状況 

○令和元年度末（令和２年３月末）現在の.療育手帳所持者数は８３９人（うち１８歳未

満が１３８人、１８歳以上が７０１人）で住民基本台帳人口計の０．８％となっていま

す。平成２７年度末との比較では、全体で７７人（１１％）増加となっています。療育

手帳所持者のうち、A（重度）の方は３１１人で、全体の３７％となっています。 

 

① 療育手帳 交付の推移（人）                   （各年度末） 

       種別 
年度 Ａ（重度） Ｂ（中・軽度） 計 

平成２７年度 
297 

    （44） 
465 

  （75） 
762 

  （119） 

平成２８年度 
302 

   （44） 
459 

  （74） 
761 

  （118） 

平成２９年度 
297 

   （39） 
487 

  （82） 
784 

   （121） 

平成３０年度 
309 

   （41） 
513 

   （95） 
822 

   （136） 

令和元年度 
311 

   （44） 
528 

  （94） 
839 

  （138） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 
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② 療育手帳 新規交付者の状況（人）         （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

障がいの程度 
計 

Ａ（重度） Ｂ（中・軽度） 

5 
  （4） 

26 
    （18） 

31 
   （22） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 

 

③ 療育手帳 年齢階層別状況の推移（人）       （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

区      分 
平成２７年度末 令和元年度末 

人 数 割 合 人 数 割 合 

１８歳未満 119 15.6% 138 16.4% 

１８～６４歳 541 71.0% 593 70.7% 

６５歳以上 102 13.4% 108 12.9% 

総      数 762 100.0% 839 100.0% 

 

（３） 精神障がい（児）者の状況 

○令和元年度末（令和２年３月末）現在の精神障がい者保健福祉手帳所持者数は６１０人

で住民基本台帳人口計の０．６％となっています。平成２７年度末との比較では、全体で

６４人（１２％）増加となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、２級（中

度）の方は３０３人で、全体の５０％と高くなっています。 

 

① 精神障害者保健福祉手帳 交付の推移（人）            （各年度末） 

       種別 
年度 １級 ２級 ３級 計 

平成２７年度 
164 

   （0） 
241 

  （0） 
141 

  （1） 
546 

  （1） 

平成２８年度 
157 

   （0） 
250 

  （0） 
136 

  （0） 
543 

  （0） 

平成２９年度 
154 

   （0） 
260 

  （0） 
150 

  （1） 
564 

 （1） 

平成３０年度 
146 

   （1） 
279 

  （0） 
161 

  （3） 
586 

  （4） 

令和元年度 
153 

   （0） 
303 

   （0） 
154 

   （0） 
610 

  （0） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数    （資料：山形県精神保健福祉センター） 
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② 精神障害者保健福祉手帳 年齢階層別状況の推移（人） （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

区      分 
平成２７年度末 令和元年度末 

人 数 割 合 人 数 割 合 

１８歳未満 1 0.2% 0 0% 

１８～６４歳 422 77.3% 453 74.3% 

６５歳以上 123 22.5% 157 25.7% 

総      数 546 100.0% 610 100.0% 

 

③ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移（人） （各年度末） 

○自立支援医療（精神通院医療）受給者数は年々増加しており、令和元年度末は１，０１

５人で、平成２７年度末と比較すると２１２人（２６％）増加しています。 

平成２７年度 
 

803（15） 

平成２８年度 
 

870（15） 

平成２９年度 
 

901（16） 

平成３０年度 
 

967（10） 

令和元年度 1,015（ 8） 

※（ ）内は、うち１８歳未満の障がい児数 （資料：山形県精神保健福祉センター） 

 

④ 自立支援医療（精神通院医療）疾病別状況（人）   （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

 人 数 割 合 

統合失調症、統合失調症型感情障がい等 439 43.3% 

気分（感情）障がい 320 31.5% 

てんかん 88 8.7% 

知的障がい、精神遅滞 27 2.7% 

神経性障がい、ストレス関連障がい等 38 3.7% 

症状性を含む器質性精神障がい（認知症含む） 22 2.2% 

心理的発達の障がい 27 2.7% 

中毒性精神障がい 18 1.7% 

その他 36 3.5% 

計 1,015 100% 
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（４） 義務教育前の発達障がい児の状況      

 

発達支援事業（育ちのサポート事業）実施状況の推移 

年 度 訪問回数 訪問園数 相談者実数 相談者延数 

平成２７年度 123回 41園 420人 652人 

平成２８年度 124回 40園 453人 675人 

平成２９年度 135回 40園 551人 756人 

平成３０年度 139回 40園 591人 783人 

令和元年度 104回 39園 520人 624人 

 

（５） 重症心身障がい児（者）の状況 

 

重症心身障がい児（者）の入院療養の状況（人）     （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

施    設    名 人    数 

重症心身障がい児施設・国立病院機構山形病院           7 

重症心身障がい児施設・国立病院機構あきた病院           6 

重症心身障がい児施設・国立病院機構米沢病院 2 

重症心身障がい児施設・国立病院機構西多賀病院 2 

計 17 

 

（６） 難病患者の状況 

○令和元年度末（令和２年３月末）現在の医療費助成対象疾病数は３３３疾病で、助成対

象者は６７７人です。平成２９年度に医療費助成対象者が減少しているのは、特定疾患

治療研究事業が終了したことによるものです。 

特定医療費（指定難病）助成対象者数の推移（人） （各年度 3 月 31 日現在） 

平成２７年度 778 

平成２８年度 802 

平成２９年度 664 

平成３０年度 675 

令和元年度 677 

                 （資料：庄内保健所） 
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（７）発達障がい（児）者の状況 

〇発達障害支援法により山形県が設置している「発達障がい支援センター」における相談

件数は年々増加しており、令和元年度は１，３５６件（うち発達にかかる相談１，３０

１件、就労にかかる相談５５件）となっています。 

 

（８）医療的ケア児の状況 

〇令和２年１０月現在、本市で把握している酒田市内の医療的ケア児は１４人となってい

ます。医療的ケアとは医療職ではない者が行う医療行為であり、主に在宅医療と教育現

場で使用される気管切開、人口呼吸器、吸引（気管内・口腔内・鼻腔内）、酸素投与、経

管栄養（胃ろう・経鼻胃管など）、モニター（心拍・SpO2）、導尿、中心静脈栄養、鼻咽

頭エアウェイが該当します。 

 

（９） 障がい者支援施設利用者の高齢化 

○令和元年度末（令和２年３月末）現在の障がい者支援施設利用者は、１４１人中、６５

歳以上の利用者４８人と全体の３４％なっており、全国と山形県に比べ本市の利用者の

高齢化率が高くなっています。 

障がい者支援施設利用者の高齢者の状況（人）      （令和 2 年 3月 31 日現在） 

 酒田市 山形県 全 国 

利用者総数 141 1,798 142,331 

 うち６５歳以上 
48  

（34.0％） 

466 

（25.9％） 

29,345 

（20.6％） 

※ 山形県、全国は平成 29年 10月現在            （資料：県障がい福祉課） 
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２ 障がい者を取り巻く状況の変化 

 

（１） 国の障がい者制度改革等 

 最近の障がい者制度に関わる法制度の動き 

公布年月 施行年月 法制度の動き 主な内容 

平成 28年４月 
平成 28年 

５月 
成年後見制度利用
促進法の制定 

本人の権利を守る援助者を選ぶこと
で、本人を法律的に支援する制度 
その利用の促進について、基本理念、
国に責務、基本方針等を定めた。 

平成 28年６月 

平成 30年 
 ４月 

（一部平成
28年６月） 

障害者総合支援法
の改正 

重度訪問介護の訪問先の拡大 
就労定着支援・自立生活援助の創設 
サービス提供者の情報公開制度の創
設 

児童福祉法の改正 

居宅訪問型児童発達支援の創設 
保育所等訪問支援の支援対象の拡大 
障害児福祉計画に関する規定の創設 
医療的ケアを要する障がい児に対す
る支援の明文化 

平成 28年 
６月 

発達支援障害者支
援法の改正 

障害者基本法の基本的な理念にのっ
とることを規定 
相談体制の整備の規定を創設 

平成 30年３月 
平成 30年 

３月 
障害者基本計画
（第４次）の策定 

計画期間：平成 30年度から５年間 
政府が講ずる障がい者施策の最も基
本的な計画 
共生社会の実現に向けて障がい者の
自己実現を支援 

平成 30年６月 
平成 30年 

６月 

障害者による文化
芸術活動の推進に
関する法律の制定 

障がい者による文化芸術活動の推進
に関する基本的な計画の策定を規定 
文化芸術の鑑賞の機会の拡大 
文化芸術の創造の機会の拡大 

平成 30年５月 
平成 30年 

11月 

高齢者、障害者等
の移動等の円滑化
の促進に関する法
律（略称「バリア
フリー法」）の改正 

高齢者、障がい者など全ての人が安心
して生活・移動できる環境を実現する
ことを目標とする 
共生社会の実現、社会的障壁の除去に
留意すべき旨を明記した 

令和２年６月 
令和３年 
４月 

地域共生社会の実
現のための社会福
祉法等の一部を改
正する法律 

障がいを含む包括的な支援体制の構
築 

 

（２）山形県の動き 

 山形県の障がい福祉に係る条例等の整備状況 

時期 酒田市の動き 主な内容 

平成 28 年３月 山形県障がいのある人もない人

も共に生きる社会づくり条例の

制定 

県の責務、県民・事業者の役割を規定

障がいを理由とする差別に関する相談

体制 

平成 29 年３月 

 

山形県手話言語条例の制定 県の責務、県民・ろう者・手話通訳者・

事業者の役割を規定 

手話に係る環境整備について規定 
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（３）酒田市の動き 

 酒田市の障がい福祉に係る条例等の整備状況 

時期 酒田市の動き 主な内容 

令和元年５月 酒田市障がい者差別解消支援地

域協議会の設置 

障がいを理由とする差別の解消の推進

相談事例の共有及び意見交換 

令和２年３月 

 

酒田市障がいのある人もない人

も共に生きるまちづくり条例の

制定 

障がいを理由とする差別の禁止 

合理的配慮の提供、周知・啓発 

市の責務、市民・事業者の役割を規定 

※前計画策定以降の制度改正について掲載 

 

第３章 障がい者福祉施策の基本目標及び重点目標 

 

 《基本目標》 

１ 支え合う地域生活の推進 

 

 

 《重点目標》 

（１） 障がい及び障がい者への理解の促進  

（２） 心のバリアフリーの推進、権利擁護の推進  

  （３）相談支援の充実、情報の利用しやすさ（アクセシビリティ）の向上             

  （４）保健・医療・福祉の連携、充実              

  （５）障がい福祉サービスの拡充                                 

 

 

（１）障がい及び障がい者への理解の促進 

 

【現状と課題】 

 障がいのあるなしに関わらず誰もが安心して自分らしく生活できる地域社会

を実現するためには、市民一人ひとりの障がい及び障がい者に対する正しい理解

が不可欠です。このため、各種媒体を活用した広報活動は重要であり、また、地

域生活への移行を進めるためには、地域住民と障がい者との交流を通して障がい

及び障がい者への理解を広げる活動を積極的に推進していく必要があります。 

 本市では、障がい者への偏見をなくし、市民の関心と理解を深めるために、市

広報やホームページ、ラジオを活用し、「障害者週間（毎年１２月３日から９日

までの１週間）（※）」や「障害者雇用支援月間（毎年９月）」などにあわせて、意

識啓発、各種障がい者福祉制度についての周知活動に取り組んでいます。 
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 学校教育では、特別支援学級と通常学級の児童生徒による日常的な交流を通し

て、相互理解が図られています。教科、道徳、総合的な学習の時間で「障がい福

祉」に関する内容を扱い、車椅子体験やボランティア活動等が行われています。 

 さらに、出前講座による各学校の授業や各種団体の研修会などの機会をとらえ、

福祉のまちづくりや障がい者施策についての周知活動を行っています。 

 なお、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から、平成２０年度か

ら市が作成する文書は、法令名、組織名などの固有名詞を除き、「障害」を「障

がい」と表記するようにしています。 

 

【主要な施策】 

○障がい及び障がい者への理解の促進 

  「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の理念に基づき、障

がい者が地域で共に暮らせる社会の実現に向け、学校・職場、外出先やスポーツ・

文化活動などの様々な場面で、障がい及び障がい者に対する市民の理解を促進す

るために、市広報、ホームページ、出前講座、市民向けの研修会の実施など、あ

らゆる機会をとらえ、広報活動を積極的に実施します。 

  障がいのある人などが、援助や配慮の必要な時に、周囲の方に支援を必要とし

ていることを知らせ、援助や配慮を得やすくなることを目的とした「ヘルプカー

ド」「ヘルプマーク」の普及を図ります。 

○「障害者週間」の周知 

  「障害者週間」では、市広報等により障がい及び障がい者についての市民の関

心と理解を深めるとともに、各種障がい者福祉制度についての周知も引き続き実

施します。 

○障がい者福祉に関する教育の推進 

  学校における障がい者福祉教育については、特別支援学級と通常学級との交流

などによって相互理解を図るとともに、触れ合いや体験を通した福祉教育を充実

させることにより、障がい者理解や共に生きる社会を考える意識の醸成を図って

いきます。 

 

（２）心のバリアフリーの推進、権利擁護の推進 

 

【現状と課題】 

  平成２７年９月に開催された「国連持続可能な開発サミット」で採択された成

果文書「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」において、「誰一人取り残さ

ない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、令和１２年を年限と

する１７の国際目標（SDGs）が定められました。 

SDGs の目標１０では「人や国の不平等をなくそう」という目標を掲げており、

SDGs 達成に繋がる障がいによる不平等をなくす取組みを推進する必要がありま
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す。 

本市においては、平成２８年４月に「酒田市における障がいを理由とする差別

の解消の推進に関する対応要領」を策定、また、令和２年４月に「酒田市障がい

のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を施行しました。 

  「障がいを理由とした差別の禁止」や「社会的障壁（※）の除去の実施について

の必要かつ合理的な配慮」について、広く啓発していくことが必要です。 

  障がい者が地域で自立した生活を送るうえでは、様々な場面で自己選択や自己

決定などの意思決定が必要となります。障がいのため物事を判断する能力が十分

でない場合には、財産管理や契約、様々な権利行使において、大きな不利益を被

る可能性があります。 

このため、社会福祉協議会では、認知症や知的障がい等により判断能力が不十

分な方のために、金銭管理などのサービスを行う「福祉サービス利用援助事業」

や「法人後見事業」による支援を行っています。 

障がい福祉サービス利用の観点から、成年後見制度（※）を利用することが有用

であると認められる障がい者で、成年後見制度の利用に要する費用の支払いが困

難であると認められる場合には、地域生活支援事業の「成年後見制度利用支援事

業」による助成を受けることができます。その利用者は増加傾向にありますが、

益々増えていくものと見込まれます。 

本市でも、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を

定め、権利擁護支援の地域ネットワークとその中核となる機関の整備を行う必要

があります。 

  平成２４年１０月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律」（障害者虐待防止法）が施行され、本市では障がい者虐待の対応窓口

となる「障がい者虐待防止センター」を設置しています。障がい者虐待の防止や

早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支

援を行っており、引き続き、虐待防止の周知、関係機関職員の資質向上、効果的

な連携協力体制の充実を図っていく必要があります。 

 

【主要な施策】 

○心のバリアフリーの推進 

  SDGs（持続可能な開発目標）や「酒田市障がいのある人もない人も共に生き

るまちづくり条例」の理念に基づき、「障がいを理由とした差別の禁止」や「障

がいの特性に応じた配慮」など、心のバリアフリーを推進していきます。 

酒田市障がい者差別解消支援地域協議会等の関係機関と連携し、障がいを理由

とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うよう努めます。  

酒田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領によ

り、職員研修を実施するとともに、職員が事務又は事業を行うにあたり、障がい

を理由とする差別を行わないよう適切に対応していきます。 
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○権利擁護の推進 

  日常生活や障がい福祉サービス利用にあたり、相談支援事業所、行政等の関係

機関が連携し、障がい者自らが適切なサービスを選択・決定し、利用できるよう

支援を行います。また、高齢化の進展により、判断能力が不十分な方が増えるこ

とが見込まれる中で、成年後見制度、福祉サービス利用援助事業の周知や相談窓

口の一本化、さらに専門性を有した人材の育成など利用しやすい環境を整備、充

実に努めます。 

市広報等を通じ、障がい者虐待防止や通報義務に関する周知、啓発を図るとと

もに、市高齢者及び障がい者虐待防止協議会等の関係機関と連携し、障がい者虐

待への迅速かつ効果的な支援に努めます。 

 

（３）相談支援の充実、情報の利用しやすさ（アクセシビリティ）の向上 

 

【現状と課題】 

  本市では、市相談支援事業を指定相談支援事業所「あおぞら」に委託し、連携

して障がいの種別にかかわりなく日常生活やサービスなどの相談対応にあたっ

てきました。 

障がい福祉サービスを利用する場合、サービス等利用計画（障がい児通所支援

を利用する場合は、障がい児支援利用計画）の作成及びモニタリング（計画作成

後、申請者の居宅等を定期的に訪問）をする指定相談支援事業所と連携した相談

支援を行っています。 

また、地域に障がい者相談員を配置し、障がい当事者による各種相談業務も行

っています。 

  相談支援をさらに充実していくためには、市障がい者地域自立支援協議会等を

活用して、関係機関が一層連携していく必要があります。 

  なお、市広報やホームページによる情報提供のほか、各種障がい者福祉制度を

紹介した冊子「ほほえみの街」や、特に視覚障がい者へは、音声・点字による広

報、議会報を発行し、各種制度の理解と周知を図っています。 

  また、本市の議場ではスピーカーからの音が聞こえづらい方のために、傍聴席

に磁気誘導システムを整備し、対応型の補聴器や貸出用受信機を使用することで

聞き取りやすい環境づくりを図っています。 

今後は、情報提供の充実とともに、情報の利用しやすさ（アクセシビリティ）

に配慮していくことが大切です。 
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【主要な施策】 

○相談支援の充実 

  市相談支援事業実施委託先である指定相談支援事業所「あおぞら」と連携し、

総合的な相談支援の充実を図り、障がい者ケアマネジメントに対応していきます。 

  指定相談支援事業所が複数開設されていることや、市直営の相談支援事業所は

まなしが設置されていることから、地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援セ

ンター（※）の設置について検討し、相談支援体制の構築を図ります。また、地域

づくり事業を一体的に実施する重層的支援体制（※）の整備について、健康福祉部

内に検討会を設置し検討を行います。 

県自立支援協議会、庄内圏域相談支援連絡会、市自立支援協議会その他の関係

機関が一層連携し、相談支援体制の充実強化を目指します。 

 特に、障がい者の地域生活を支える身近な相談窓口となる、相談支援事業所の

相談従事者の相談対応能力等の向上を図るため、自立支援協議会の専門部会であ

る相談支援部会で、専門的知識の取得やグループワークを行うなど、相談員の資

質向上に努め、相談支援をさらに充実していきます。 

 

○情報の利用しやすさ（アクセシビリティ）の向上 

  各種制度を紹介した「ほほえみの街」や、誰もが容易に情報を入手できるよう、

アクセシビリティに配慮したホームページの作成に努めていきます。 

  視覚障がい者への情報提供としての、音声・点字による広報、議会報の発行は

継続するとともに、必要に応じて音声コードによる情報提供をするなど、障がい

の状態に応じて必要な情報を得ることができるように、きめ細かい支援を行って

いきます。 

また、聴覚障がい者のコミュニケーション手段の確保のために、手話奉仕員の

養成・派遣及び要約筆記奉仕員の派遣を継続するとともに、手話教室を開講し、

手話奉仕員の育成と聴覚障がいに関する理解と知識の普及に努めていきます。 

 

（４）保健・医療・福祉の連携、充実 

 

【現状と課題】 

  発病後に障がいを伴う可能性が高い疾患として、がん、心臓病、脳梗塞などが

あげられます。健康な生活を送るためには、生活習慣を改善し疾病予防に努める

と同時に、早期発見・早期治療、療養が重要となります。また、可能な限り、住

み慣れた地域で安心して生活ができるように、保健・医療・福祉が連携し、包括

的な支援を実施することが重要です。 

  本市においては平成２９年度に「さかた健康づくりビジョン【健康さかた２１

（第３期）】」を策定し、種々の目標数値を掲げながら疾病予防などの健康増進施

策を展開しています。また、障がいの早期発見のため乳幼児健診の実施や障がい
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の疑いがある場合はフォロー教室の参加を促しています。精神疾患に関する正し

い知識の普及や社会環境や人間関係の複雑化などにより、精神科等を受診する患

者は増加しており、保健所や医療機関等と連携し啓発活動や予防活動に努めてい

ます。 

重症心身障がい児（者）（※）について、庄内地域において入院療養に対応可能

な医療機関がないことから、山形市、米沢市や県外の病院で療養治療を行ってお

り、本人及び家族の負担が大きくなっています。 

高次脳機能障がい（※）は、脳卒中や頭部外傷などの脳の損傷により、記憶障が

い、注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいにより日

常生活や社会生活への適応に困難を伴う障がいです。これらの症状は、一見した

だけではわかりにくいため、本人や家族、医療関係者等の間でもなかなか理解さ

れにくいことがあります。 

  難病患者については、平成２５年４月の障害者総合支援法の施行に伴い、障が

い者の範囲に追加され、障がい福祉サービスの利用対象となり、平成２７年１月

の難病の患者に対する医療等に関する法律が施行され、難病患者に対する医療費

助成が法律に基づく公平かつ安定した制度として確立されました。難病患者は数

が少なく、その多様性のために他者からの理解が得にくいほか、療養が長期に及

ぶこともあります。 

  医療技術の進歩等を背景に、ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）等に長期間入

院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など

の医療的ケアが日常的な障がい児（医療的ケア児）が全国的に増加しています。

病院を退院し、在宅で生活する医療的ケア児は、主として家族のケアによって支

えられており、家族の孤立や疲弊も指摘されています。 

   

【主要な施策】 

○健康増進活動の推進 

  疾病予防に向け、健診受診率を高めるための周知活動をはじめ、「さかた健康

づくりビジョン【健康さかた２１（第３期）】」にある各種健康増進施策を着実に

進めることで、病気や障がいがあっても、その人らしく暮らしていけるよう保健

活動を推進します。 

○保健・医療連携体制の充実 

  保健・医療連携により、幼児健康診査等での疾病や障がいの早期発見やその後

の療育体制を充実します。 

  精神疾患の早期発見、早期治療のため、保健所や医療機関などと連携しながら、

精神疾患に関する啓発活動や予防活動を推進します。 

○重症心身障がい児（者）支援体制の充実 

  県では、常時医療的ケアを要する重症心身障がい児（者）の受け入れ充実のた

め、総合療育訓練センターに新たな医療棟を整備しましたが、庄内地域における
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重症心身障がい児（者）の入院療養病床の確保に向け、今後も関係機関に働きか

けていきます。 

○高次脳機能障がい者支援の推進 

  高次脳機能障がいに対する理解促進を図るとともに、高次脳機能障がい者支援

センターによる支援への協力を行います。 

○難病患者支援の円滑な実施 

  平成２５年４月の障害者総合支援法の施行に伴い、障がい者の範囲に難病患者

が追加され、障がい福祉サービス、日常生活用具及び補装具などを利用すること

が可能となったことから、難病特有の症状を踏まえて、難病患者のニーズに対応

した円滑な支援を実施します。 

〇医療ケア児支援体制の充実 

  医療的ケア児が、地域において包括的な支援サービスを受けられるように、保

健・医療・福祉等の関係機関において連携するとともに、医療的ケア児の支援に

関する課題と対応策の検討を行います。 

 

（５）障がい福祉サービスの拡充 

 

【現状と課題】 

障がい福祉サービスについては、障がいのある方が地域で安心して生活できる

ように、自宅での暮らしを支援するための居宅介護をはじめ、日中の活動を支援

する生活介護、就労支援などを提供しています。 

障がい者支援施設については、入所支援や短期入所等のニーズの受け皿として

重要な役割を担っており、共同生活援助（グループホーム）などへの地域移行も

視野に入れながら、設備等の老朽化、自然災害や感染症等に対応できる環境を整

備していく必要があります。  

平成３０年４月に改正された障害者総合支援法では、障がい者自らの望む地域

生活が営むことができるよう、障がい福祉サービスに「自立生活援助」と「就労

定着支援」が追加されるなど、生活と就労に対する支援の充実が図られています。    

今後、地域生活に移行した障がい者への専門的な相談支援や日中活動の場の提

供、緊急時の短期入所など、在宅障がい者に対する支援機能の整備が求められて

います。 

障がい児支援においては、福祉型児童発達支援センター「はまなし学園」の他

に、民間のサービス事業所が、放課後等デイサービスなどを実施しています。 

  また、地域生活支援事業として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会

との交流の促進を図る「地域活動支援センター事業」、障がい者の円滑な外出や

障がい児が放課後に学校等から事業所までの移動を支援する「移動支援事業」、

日常生活の便宜を図り、また、在宅介護者の負担を軽減する「日常生活用具給付

等事業」などの各種事業を実施しています。 
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  他にも、在宅福祉サービスとして、「補装具費の支給」、「障がい者ほっとふく

し券」などの事業を行っています。 

  本市では少子高齢化が急速に進んでいる中、同様に障がい者の高齢化も進展し

ています。６５歳を迎えた障がい者は、介護保険優先の原則のため、障がい福祉

サービスから介護保険サービスへの移行を考慮する必要があります。    

支援の内容や判定基準、給付の内容が異なることに加え、関係機関が異なるこ

とも多いことから、支援の引継ぎがスムーズに行われるよう関係機関と連携して

対応する必要があります。また、高齢障がい者の受け入れは全国的な課題であり、

高齢障がい者のニーズに適合した施設の質的・量的充実も求められています。 

 

【主要な施策】 

○障がい福祉サービス等の充実  

  居宅介護、重度訪問介護、同行援護などのサービスを提供し、安心した在宅で

の生活を支援します。生活介護や就労継続支援事業の日中活動サービス体制の充

実を図り、自立した生活を支援します。 

  同行援護や行動援護などのサービスに必要な研修については、十分なサービス

が提供できるように、庄内地区での毎年の開催や研修回数の増など、関係機関に

研修体制の充実について働きかけていきます。 

地域生活を支援する「自立生活援助」や一般就労への定着を支援する「就労定

着支援」など新たに創設されたサービスを含め、障がい者の個々のニーズ、地域

資源を的確に把握しながら、適切な障がい福祉サービスの提供に努めます。 

障がい者支援施設については、入所支援や短期入所等のニーズの受け皿として

重要な役割を担っており、設備等の老朽化、自然災害や感染症等に対応できる環

境が整備されるように支援を行います。 

障がい児支援については、児童発達支援センター酒田市はまなし学園の地域支

援（保育所等訪問支援、相談支援）などの充実に向けた体制整備や、放課後等デ

イサービス、医療的ケア児の受け入れ体制、短期入所などの受け入れ体制の拡充

に努めます。 

○施設入所者及び入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

  「グループホーム」は、施設入所者や精神障がい者の社会的入院の解消等につ

ながる地域移行の受け皿となること、地域住民の理解促進を図りながら整備につ

いての支援を行います。 

○地域生活支援拠点等の整備 

  日中サービスのほか、短期入所、相談支援等の機能を集約した地域生活支援拠

点等の整備を促進し、障がい者の地域生活を支援します。 

○地域生活支援事業の充実 

  本市が、地域生活支援事業として取り組んでいる「地域活動支援センター事業」、

「移動支援事業」、「日常生活用具給付等事業」を継続するとともに、その他の事
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業についても、引き続き効果的・効率的に実施していきます。 

○高齢化に応じた支援 

  市は、介護サービス計画を作成する介護支援専門員と障がい福祉サービス等利

用計画を作成する相談支援専門員の連携強化や、地域包括支援センターにおける

高齢障がい者への総合相談、権利擁護事業及び支援困難事例等に関する介護支援

専門員への支援を行います。 

  また、高齢障がい者が介護保健施設への入所が適当な場合、支援の引継ぎがス

ムーズに行われるよう、関係機関と連携を図っていきます。 

 

 

 《基本目標》 

２ 自立や社会参加の推進 

 

 《重点目標》                               

  （１）教育、療育の充実                       

  （２）雇用、就労の促進                    

（３） スポーツ、レクリエーション及び文化、芸術活動の振興                             

 

 

（１）教育、療育の充実 

 

【現状と課題】 

  障がい児がいきいきと成長するためには、早期発見、早期療育をはじめ、発達

の段階において、一人ひとりの障がいの特性に応じた教育（保育・療育を含めて）

行うことが重要になります。また、本人への支援だけでなく、障がいのある子ど

もを育てる親や家族への支援も大切です。 

本市においては、発達支援室にて発達に課題のある乳幼児の早期発見と早期発

達支援体制を構築し、さらに、一生涯にわたる切れ目のない継続した支援を行う

体制の構築を推進しています。 

  市内保育園等においては、育ちのサポート事業を活用して、個々の園児ごとに

適切な保育を行うとともに、保育士の資質向上に努めています。 

未就学児については、児童発達支援センター「はまなし学園」が庄内圏域の早

期療育の拠点としての役割を担っており、児童発達支援（まつのみ教室含む）、

保育所等訪問支援、相談支援及び日中一時支援を実施しています。 

はまなし学園では看護師を配置しており、たんの吸引や経管栄養などの医療的

ケアが可能になり、継続的な園内での療育支援により、保護者の負担が軽減され

ています。 

また、外出する事が著しく困難な重症心身障がい児などを対象に、居宅を訪問



24 

 

して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等を行う居宅訪問型

児童発達支援を実施しています。 

  就学児については、該当児童の在籍する小学校に特別支援学級（※）、浜田小学

校等に通級指導教室（※）が設置されていることに加え、通常学級においても特別

支援教育（※）が行われています。 

  教育相談は、スクールカウンセラーや教育相談員、特別支援教育巡回相談員（※）

を配置し行っていますが、何らかの課題をかかえ特別な支援を必要とする児童・

生徒への対応など、相談内容が専門的かつ多岐にわたっており、関係機関と連携

し、対応にあたっています。 

  専門の教育機関としては、酒田特別支援学校（※）のほか、鶴岡養護学校、鶴岡

高等養護学校、山形盲学校などがあり、一人ひとりの教育的ニーズに応じた授業

が行われ、自立と社会参加に向けた教育が行われています。 

  乳幼児期から学齢期、就労期に、それぞれの活動の場に応じた適切な支援を一

生涯にわたって切れ目なく継続させるため、専門性のある相談支援と発達支援ネ

ットワークの拡充を推進することが大切です。 

 

【主要な施策】 

○就学前からの支援の充実 

保育園・認定こども園訪問支援（育ちのサポート事業）を継続し、早期の気づ

き、適切な発達支援を行います。また、園関係職員の資質向上に努め、子どもや

保護者に適切に対応できる園内体制の整備を支援します。 

子どもの将来の自立に向けて、保護者が子どもの障がいを受容し、最も身近な

支援者として障がいや発達への関心を高めるとともに、ペアレント・トレーニン

グを開催し、保護者支援を充実します。 

就学にあたっては、「就学相談会」など関係機関との連携を強化し、小学校へ

の引き継ぎを充実します。 

  福祉型児童発達支援センター「はまなし学園」においては、地域における中核

的な支援機関として、専門的な知識・技術に基づき、今後も保育所等訪問支援、

居宅訪問型児童発達支援、相談支援、発達に心配のある乳幼児に対し、親子での

遊びを通して集団生活適応への基礎作りを行う「まつのみ教室」などの充実・強

化を図っていきます。 

○特別支援教育の充実 

  特別支援教育の充実に向け、教員の専門的研修などによる指導力の向上や特別

支援教育巡回相談員などによる相談体制の一層の充実を図ります。 

  通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒については、集

団の中で適切な支援を行っていく必要があるため、一人ひとりの特別な教育的ニ

ーズに応える教室環境や教材・教具等、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ

た授業づくり（※）に努めます。 
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  必要に応じ、個別の指導計画（※）や個別の教育支援計画（※）を作成したり、関

係機関との連携を進めたりすることで、支援を充実させていきます。 

  庄内地域における各障がいに応じた教育機関の充実について、今後も山形県に

働きかけていきます。 

○特別支援学校との連携 

  高等学校教育は、自立して社会生活に移行する前の重要な時期であり、卒業後

に福祉的な就労も含めた就職ができるよう、関係機関と連携し支援を行っていき

ます。 

○生涯を通した支援の充実 

  乳幼児期から学齢期、就労期のそれぞれのライフステージの中で、関係機関と

連携し、一生涯にわたって切れ目のない支援の充実を図ります。 

特に、進級や進学に伴って、かかわりのある先生方との情報の引き継ぎについ

ては、「やまがたサポートファイル」（※）などを利用し、安心して新しい環境に適

応できるように、適切な支援を行います。 

 

（２）雇用、就労の促進 

【現状と課題】 

  障がい者が自立した社会生活を送るうえで、経済的基盤となる雇用・就労はと

ても重要です。「障害者の雇用の促進に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」

という。）により、事業主は進んで障がい者の雇入れに努めるとともに、法定雇

用率に相当する障がい者を雇用しなければならないこととなっています。 

平成３０年４月からは、法定雇用率が引き上げられ、法定雇用率に相当する常

用労働者４５．５人以上規模の民間企業は、法定雇用率２．２％となり、令和３

年３月１日から法定雇用率がさらに０．１％引き上げとなっています。 

その達成に向けて、ハローワークや山形障害者職業センターなどでは「特定求

職者雇用開発助成金」や「ジョブコーチ支援事業（※）」などの各種助成制度を実

施しています。 

  酒田管内の障がい者雇用率は２．３１％（令和元年６月１日現在）と、全国の

２．１１％、山形県の２．０９％を上回っており、達成企業の割合も６０．８０％

（７６社／１２５社中）となっています。 

障がい者に対する雇用は依然として厳しい状況にあることから、引き続き、事

業所等における障がい者雇用・就労への理解を深めるとともに、障がい者の職業

能力を高めて、雇用の拡大を図っていく必要があります。 

  一方、障がいの状況によっては一般就労が困難な場合も多いため、福祉的就労

として、就労移行支援や就労継続支援などを通して、職業知識や能力の向上への

支援が行われています。しかしながら、就労移行支援の実績について地域間・事

業所間に大きな差が生じています。また、工賃向上に向けて「障がい者バザー」

等に取り組んでいますが、平成３０年度に就労継続支援「非雇用型（Ｂ型）」事
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業所を対象にした「山形県工賃向上計画」における令和２年度目標工賃月額１３，

９００円に対し、本市は月額８，３３０円（平成３０年度実績）となっており、

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、まだ、十分な水準とはなってい

ません。 

  障がい者の生活保障としては障害年金を中心に、重度障がい者については特別

障害者手当や障害基礎年金、重度障がい児については障害児福祉手当や特別児童

扶養手当などが支給されていますが、所得確保に向けさらに就労支援など関係機

関の連携による支援が必要です。 

 

【主要な施策】 

○障がい者の雇用促進 

庄内地域障がい者就労活動活性化協議会等によるハローワーク、山形県、庄内

障害者就業・生活支援センター（※）「かでる」、生活自立支援センター（社会福祉

協議会）等の関係機関と連携し、障がいのある人の多様な働き方に対応できるよ

うに、支援を行っていきます。 

本市においては、各任命権者ごとに策定した「障がい者活躍推進計画」に基づ

き、障がい者の法定雇用率以上の実雇用率を目指すとともに、障がいのある職員

が働きやすいように、必要な配慮等に努めます。 

○雇用への理解促進 

  障がい者雇用についての事業主の理解を深め雇用につなげるため、法定雇用率

や各種助成制度についての周知を図ります。 

  平成２８年に開催されたアビリンピック（※）山形大会のレガシーを引き継ぎ、

障がい者の職業能力に対する理解を進め、雇用の促進を図ります。   

○福祉的就労への支援 

  庄内地域障がい者就労活動活性化協議会等による関係機関等のネットワーク

を活用し、一般就労に結びつくよう、実績のある就労移行支援事業所による研修

など、就労支援員の資質向上に努めます。 

  障害者優先調達推進法に基づき、本市の毎年度の調達方針を策定し、障がい者

就労施設等からの優先調達を推進します。 

  農福連携・林福連携など国・県の取組み等の情報提供を行い、また、市役所で

のバザーの定期的な開催や、庁内に開設しているカフェ「えーる」の利用・販路

の拡大、ふるさと納税返礼品への登録の呼びかけを行うなど、市が積極的に協力

して、障がい者就労支援を図ります。 
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（３）スポーツ、レクリエーション及び文化、芸術活動の振興 

 

【現状と課題】 

 スポーツ、レクリエーション及び文化、芸術活動は、障がい者の生きがいと生

活を豊かにし、また、機能訓練や社会参加意欲にもつながる重要なものです。 

障がい者スポーツについては、平成３１年３月に策定したスポーツ推進計画で、

障がいのある人の運動習慣の推進と社会参加を目指し、それぞれの状況に応じて

気軽にスポーツを楽しむことができるよう、関係機関・団体と連携しながら、障

がい者のスポーツ活動を推進していきます。 

  スポーツ・レクリエーション活動としては、酒田市障がい者福祉会とともに 

「障がい者スポーツ大会」、「障がい者軽スポーツ大会」等を開催しています。ま

た、スペシャルオリンピックス（※）日本・山形の酒田プログラムとしてボウリン

グ、水泳が行われています。 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、競技スポー

ツとしての障がい者スポーツに関心が高まっており、その一層の普及と競技力の

向上が期待されています。 

  酒田市文化芸術基本条例及び文化芸術推進計画に基づき「社会包摂と育成」の

方針のもと、優れた芸術を鑑賞する機会や文化活動を行う場所の提供を行うなど、

障がい者の文化芸術活動の充実を図っていきます。 

文化・芸術活動として、市身体障害者福祉センターにおいて、カラオケ、書道、

パソコンなどの各教室が開催されており、文化祭においては作品展示や発表会が

行われています。また、精神障がい者が病院作業療法等で作成した作品の作品展

も開催されています。 

各障がい者施設においても、機能訓練の一貫である創作活動等として作成した

作品が当該施設のギャラリー等に展示されているほか、各種レクリエーションや

イベントが行われ、地域との交流を深めるなど社会参加につなげています。 

 

【主要な施策】 

○スポーツ、レクリエーションの振興 

  「障がい者スポーツ大会」及び「障がい者軽スポーツ大会」等について、継続

して実施していくとともに、スペシャルオリンピックス等の障がい者スポーツ、

レクリエーション活動について支援します。 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、障がい者の

参加を促すため、障がい者スポーツについての情報を収集しながら、活動に対す

る理解を深め、関係機関・団体と連携しながら、障がい者スポーツの一層の振興

に努めます。 
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○文化、芸術活動の振興 

  障がい者の文化・芸術活動を振興するために、ニーズの把握に努めながら、引

き続き地域活動支援センターの各種教室を推進するとともに、総合文化センター

等の生涯学習事業参加への支援を行います。 

  また、障がい者などへのきめ細かい配慮を行いながら、本市で行っているアー

トマルシェ「いいいろいろいろ展」など、すぐれた芸術を鑑賞する機会や、文化

活動を行う場の提供を行うとともに、各種イベントの周知を図ります。 

 

 

 《基本目標》 

３ 安全で安心して生活できるまちづくり 

 

 

 《重点目標》                               

  （１）バリアフリー、ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進                  

  （２）ボランティア活動の促進 

  （３）防災体制の推進、消費者トラブルの防止 

  

 

（１）バリアフリー、ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

  障がい者、高齢者をはじめとして、女性や児童、外国人等すべての人が安全で

安心して生活できるまちづくりをすることが重要な課題です。そのため、建築物

の段差を取り除くなどバリアフリーやユニバーサルデザインによる（すべての人

にやさしい）まちづくり支援が必要です。 

  「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新

法）「山形県みんなにやさしいまちづくり条例（※）」に基づき、障がい者や高齢者

などが多く利用する施設や公共交通機関のバリアフリーを総合的に進めていま

す。 

  本市の各公共施設においても、これに適合させて既存建物の段差解消、施設入

口のスロープ設置、障がい者用トイレや障がい者用駐車スペースなどの整備が進

められており、新しい公共施設では、建設段階からユニバーサルデザインの考え

方に立って整備をしています。 

  道路や公園の改修に合わせて、歩行空間のバリアフリー化を促進し、歩道と車

道との段差が大きい交差点について段差の解消を図っています。 

  不特定多数が利用する民間の建築物についても、バリアフリー化が進んでおり、

一般の住宅への改修工事への助成制度を実施しています。 
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  移動面においては、公共交通機関としての「るんるんバス」は、車いす対応の

低床バスを導入しており、民間でも同様のバスが導入されています。 

ほっとふくしサービス事業でのタクシー利用や地域生活支援事業で外出時の

移動支援などを行っており、今後も福祉のまちづくりを総合的に推進していく必

要があります。 

また、本市は令和３年に延期された東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会におけるニュージーランドトライアスロンチームのホストタウンとし

て登録されるとともに、「心のバリアフリー」や「ユニバーサルデザインの街づ

くり」などの共生社会の実現に向けた取り組みを実施する自治体「共生社会ホス

トタウン」に登録され、大会以降もその実現を目指しています。 

 

【主要な施策】 

○福祉のまちづくりの推進 

  「バリアフリー新法」や「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」に基づき、

バリアフリーやユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するため、市民、

事業者への理解と周知に努め、市民全体としての機運の醸成を図ります。 

○公共施設のバリアフリー 

  障がい者や高齢者などが多く利用する公共施設のバリアフリーを推進します。 

  既存の公共の建物については、玄関の段差解消や自動ドアの設置、障がい者用

トイレの新設など、施設ごとのニーズに合わせた整備を努めていきます。 

  道路については、改良に合わせ、段差が少なく広い歩道や点字ブロックの整 

備を推進するとともに、自転車、看板、商品陳列などで歩行の障がいとならない

よう、道路利用者のモラルを高める啓発に努めます。 

  大規模な公園については、施設の改修に合わせ、トイレ出入り口のスロープ化

や階段等への手摺設置、障がい者用トイレ、障がい者用駐車スペース等の整備を

推進します。 

  公営住宅の改築にあたっては、エレベーターや障がい者対応住宅整備などバリ 

アフリーを推進します。 

○民間建築物のバリアフリー 

  不特定多数が利用する民間建築物についても、バリアフリーについての理解 

促進を図ります。 

  一般住宅への助成制度について、パンフレットや市ホームページへの掲載をし

て周知を行い、利用促進を図ります。 

○移動、交通手段のバリアフリー 

  「るんるんバス」車両については、更新に合わせ、車いすに対応した低床バス

の導入を継続します。 

  また、酒田市障がい者福祉会によるリフト付きバスを引き続き運行し、各種教

室、医療機関や障がい者団体の研修会等への移動支援を継続します。 
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  酒田市乗合バス及び酒田市乗合タクシー運賃の 100円減額、ほっとふくし券に

よるタクシー利用や移動支援などの助成を継続するとともに、効果的・効率的に

事業が展開されるように実施していきます。本市では、福祉タクシー（高齢者や

障がい者、歩行困難な方が対象）や介護タクシー（要介護認定を受けている方が

対象）を提供しているタクシー事業者があります。 

〇バリアフリー情報の共有 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、観光バリアフリ

ーを含む「ユニバーサルデザインの街づくり」を推進するため、一般社団法人・

ウィーログ（東京）がリリースするバリアフリーマップアプリ「WheeLog!」を活

用したバリアフリーマップの制作など、バリアフリー情報の共有と更新を進め、

障がい者が外出しやすい環境づくりを進めていきます。 

 

（２）ボランティア活動の促進 

 

【現状と課題】 

  障がいのある人もない人も共に生活し活動できる社会を実現するためには、家

族やサービス提供事業所、行政の支援だけでなく、ボランティア活動など地域社

会のあり方が重要です。 

本市は、「公益発祥の地」として、古くから他を思いやる心が育まれており、

ボランティア・公益活動センター（社会福祉協議会に運営委託）や、ボランティ

ア連絡協議会、東北公益文科大学などで、ボランティア活動を促進し、ボランテ

ィア人材の育成に努めています。また、地域でも、様々なボランティア活動がみ

られます。 

  福祉関係団体等からのボランティアの依頼が増える中、特に、聴覚障がい者か

らの手話や要約筆記の派遣要望が多くなっており、手話奉仕員養成を目的とした

手話教室を実施しています。 

市障がい者スポーツ大会ではボランティア連絡協議会加盟団体等のボランテ

ィアによりスムーズな運営が行われています。 

  さらに、社会福祉協議会では、自治会長、民生・児童委員、福祉協力員の協力

を得て、地域での支え合い、見守りネットワーク等を推進する「新・草の根事業」

としてのボランティア活動が行われています。 

 

【主要な施策】 

○ボランティア活動の促進 

  地域でのボランティア活動を促進するため、市の委託により社会福祉協議会が

運営するボランティア・公益活動センター「ボラポートさかた」によるコーディ

ネーション機能の一層の充実や、ボランティア団体等との連携を強化するととも

に、市民へのボランティアに関する啓発・情報提供に努めます。また、社会福祉
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協議会や学区・地区社会福祉協議会における「新・草の根事業」を推進します。 

  障がい種別により支援にも特徴があるため、手話、要約筆記、点訳、音訳など、

障がい種別に応じたボランティアの派遣やその指導者の育成を図ります。 

 

（３）防災体制の推進、消費者トラブルの防止 

 

【現状と課題】 

  障がい者が地域で安全、安心に生活していくうえで、災害や犯罪に巻き込まれ

ることがないような体制を整備することが重要です。 

  東日本大震災では、全国で多くの尊い命が失われましたが、障がい者の死亡率

は被災地住民全体の死亡率の約２倍となる報告もされています。高齢者、障がい

者等の要配慮者（防災上何らかの配慮を要する者）について、情報伝達、避難支

援、避難生活等、様々な場面で対応が不十分であったと指摘されています。 

  また、近年の異常気象による被害や、新型コロナウイルス感染症の世界的大流

行など、日常生活を送るうえで継続した対策や備えが必要になります。 

  本市においては、災害時要援護者（高齢者や障がいのある方などの自力で避難

することが困難な人）台帳（個別計画）の整備、福祉避難所の設置など、災害弱

者となる障がい者や高齢者の防災、避難対策を進めています。 

  避難行動要支援者（要配慮者のうち災害時の避難に特に支援を要する人）の避

難支援については、地域における自主的な防災活動が大きな役割を担うことから、

その基盤となる自主防災組織の設立を促し、地域の実情にあった研修や訓練を行

う必要があります。 

  障がい者支援施設については、老朽化した設備や防災のための改修を行う必要

があります。 

  障がい者は高齢者とともに、振り込め詐欺などの消費者トラブルの被害に遭う

おそれがあり、市民相談室や消費生活センターでの相談活動をはじめ民生・児童

委員や防犯協会、警察と連携しながら、地域での防犯活動を実施しています。 

 

【主要な施策】 

○防災体制の推進 

  災害時における障がい者や高齢者の安全を確保するため、避難行動要支援者名

簿の整備を行い、災害時要援護者台帳（個別計画）を充実させ、災害時には行政、

消防そして地域の方々と情報を共有することにより、障がい者等の避難誘導や安

否確認がとれる体制づくりを推進します。 

要配慮者への支援については、地域における自主防災活動が重要であるため、

自治会ごとの自主防災組織の設立を促し、地域の実情に合った研修、訓練の実施

を呼びかけ、防災体制の確立を図ります。 
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○消費者トラブルの防止 

  障がいのある人が消費者トラブルや身近な犯罪に巻き込まれず安心して暮ら

せるよう、防犯広報や出前講座等により今後も啓発に努めます。 

民生・児童委員や防犯協会、警察との連携により、声かけや見守りなど各種防

犯対策を推進します。 
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第４章 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画 

（障がい福祉サービス推進プラン） 
 

１ 市町村審査会における障がい区分認定の状況 

 

（１） 障がい福祉サービス利用者数及び障がい支援区分認定者数 

（令和 2年 3月 31日現在） 

①  障がい福祉サービス実利用者数          843人 

②  サービス実利用者の内障がい支援区分認定者数   638人 

 

（２）障がい支援区分認定結果 

               各年度 3月 31日現在（単位：件） 

 障 が い 支 援 区 分 認 定 結 果 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合 計 

平成２９年度 3 32 90 49 20 20 214 

平成３０年度 0 38 77 59 26 49 249 

令和 元年度 2 30 82 70 46   42 272 

令和 ２年度 2 24 50 40 10     14 140 

※ 令和２年度は、令和２年９月末日現在の数値 

 

（３）市町村審査会 

                           各年度 3月 31日現在 

 審 査 会 Ａ 審 査 会 Ｂ 計 

開催回数 審査件数 開催回数 審査件数 開催回数 審査件数 

平成２９年度   9   108     9     106      18     214 

平成３０年度    7   135       7     114      14     249 

令和 元年度    7   136 7     136      14     272 

令和 ２年度    4    77 3      63       7     140 

※ 令和２年度は、令和２年９月末日現在の数値 
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２ 第５期酒田市障がい福祉計画・第１期酒田市障がい児福祉計画の進捗状況 

 

（１）指定障がい福祉サービス等 

サ ー ビ ス 種 別 計 画 値 実  績 差 単  位 

居宅介護 
1,126 1,734 608 時間／月 

 108 143 35  実人数 

重度訪問介護 
240.00 126.96 △113.04 時間／月 

 4 3 △1  実人数 

同行援護 
90.00 52.38 △37.62 時間／月 

15 16 △1  実人数 

行動援護 
12 0 △12 時間／月 

 3 0 △3  実人数 

重度障がい者等包括支援 
240 0 △240 時間／月 

 1 0 △1  実人数 

生活介護 
5,815 4,626 △1,189 人日／月 

 246 254 8  実人数 

自立訓練（機能訓練） 
44 0 △44 人日／月 

 2 0 △2  実人数 

自立訓練（生活訓練） 
1,540 890 △650 人日／月 

 85 64 △21  実人数 

就労移行支援 
667 278 △389 人日／月 

  35 16 △19  実人数 

就労継続支援「雇用型（Ａ型）」 
671 629 △42 人日／月 

 36 28 △8  実人数 

就労継続支援「非雇用型（Ｂ型）」 
6,882 5,117 △1,765 人日／月 

 453 304 △149  実人数 

就労定着支援 5 7 2 実人数 

療養介護  22 17 △5  人／月 

短期入所 
270 289 19 人日／月 

 52 34 △18  実人数 

自立生活援助 20 0 △20 人／月 

共同生活援助（グループホーム） 184 128 △56 人／月 

施設入所支援 147 141 △6 人／月 

計画相談支援 277 182 △95 人／月 

地域移行支援 6 0 △6 人／月 

地域定着支援 9 0 △9 人／月 
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サ ー ビ ス 種 別 計 画 値 実  績 差 単  位 

児童発達支援 
380 521 141 人日／月 

114     51 △63  実人数 

放課後等デイサービス 
    1,930 1,804 △126 人日／月 

      140 130 △10  実人数 

保育所等訪問支援 
       18 14 △4 人日／月 

       10 5 △5  実人数 

医療型児童発達支援 
1 0 △1 人日／月 

1 0 △1  実人数 

居宅訪問型児童発達支援 
1 0 △1 人日／月 

1 0 △1  実人数 

障がい児相談支援        30 40 10  人／月 

医療的ケア児支援 1 0 △1  人／月 

※「計画値」は、第５期酒田市障がい福祉計画・第１期酒田市障がい児福祉計画における

令和２年度の計画（見込量） 

※「実績」は、令和２年４月末日現在 

 

（２）地域生活支援事業 

事 業 種 別 計 画 値 実  績 差 単  位 

理解促進研修・啓発事業     有 有 － 実施の有無 

自発的活動支援事業     有 有 － 実施の有無 

相談支援事業     1 1 0 実施箇所数 

 基幹相談支援センター     有 無 － 設置の有無 

基幹相談支援センター 

等機能強化事業 
    有 無 － 実施の有無 

住宅入所等支援事業     無 無 － 実施の有無 

成年後見制度利用支援事業     3 １ △2 実利用者数 

成年後見制度後見支援事業     有 無 － 実施の有無 

意思疎通支援事業 

153 99 △54 
手話通訳者等 

延派遣回数 

    1 0 △1 
手話通訳者 

実設置者数 

日常生活用具給付等事業 2,553 2,657 104 延給付件数 

 

介護・訓練支援用具  6 6 0 延給付件数 

自立生活支援用具 13 10 △3 延給付件数 

在宅療養等支援用具 20 15 △5 延給付件数 
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事 業 種 別 計 画 値 実  績 差 単  位 

情報・意思疎通支援事業 18 56 38 延給付件数 

排泄管理支援用具 2,495 2,567 72 延給付件数 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
    1 3 2 延給付件数 

手話奉仕員養成研修事業 20 24 4 登 録 者 数 

移
動
支
援
事
業 

個別支援型 
    3 2 △1 実利用者数 

30 48 18 延利用時間 

リフト付福祉車両移送型 
100 90 △10 実利用者数 

1,000 781 △219 延利用回数 

障がい児通所支援車両 

移送型 

10 3 △7 実利用者数 

1,500 335 △1,165 延利用回数 

地域活動支援センター事業 
    2 2 0 実施箇所数 

150 113 △37 実利用者数 

訪問入浴サービス事業 7 4 △3 実利用者数 

日中一時支援事業 
    10 5 △5 実施箇所数 

50 54 4 実利用者数 

巡回支援専門員実設置者数 2 3 1 実設置者数 

スポーツ大会等 830 595 △235 延参加者数 

文化芸術活動等 50 20 △30 
延参加事業

者数 

点字・声の広報等 196 203 7 延利用者数 

知的障がい者職親委託事業     1 1 0 実利用者数 

※「計画値」は、第４期酒田市障がい福祉計画・第１期酒田市障がい児福祉計画における 

令和２年度の計画（見込量） 

※「実績」は、令和２年４月末日現在 
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３ 令和５年度の数値目標の設定 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行に係る目標 

  令和元年度末時点の施設入所者のうち、令和５年度末までに、１０人（７％）

が地域生活に移行することを目指すとともに、令和５年度末時点の施設入所者数

が、令和元年度末時点の施設入所者数から４人（３％）減少することを目指しま

す。 

項    目 数  値 考   え   方 

現在の入所者数 (Ａ) 141人 令和元年度末の施設入所者数 

目標年度入所者数(Ｂ) 137人 令和５年度末時点の利用人数 

【目標値】削減見込(Ａ－Ｂ) 4人 差引減少見込み数   

基本指針：1.6%以上 

【目標値】地域生活移行者数 10人 施設入所からグループホーム等へ移行したものの数  

基本指針：6％以上 

 

（２）障がい者の地域生活の支援に係る目標 

  令和５年度末までに、障がい者の地域での生活を支援する拠点を１か所整備す

ることを目指します。 

項    目 数  値 考   え   方 

地域生活支援拠点の整備 1か所 地域生活支援拠点等の整備予定時期 

（Ｒ5年 3月） 

地域生活支援拠点等の運用状況の

検証及び検討 

1回 地域生活支援拠点等の運用状況の検

証及び検討回数 

 

（３）福祉施設から一般就労への移行に係る目標 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和５年度中に一般

就労に移行する者の数値を定めます。 

令和元年度末時点の一般就労移行者４人に対し、令和５年度末までに７人（１．

７倍）とすることを目指します。内訳として、就労移行支援からが３人（１.５

倍）、就労継続支援Ａ型から１人（0人→1人）、就労継続支援Ｂ型から３人（１.

５倍）とします。 

また、令和５年度における一般就労移行者のうち、７割が就労定着支援事業を

利用することを目指します。 
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項    目 数 値 考   え   方 

現在の一般就労移行者数 4人 令和元年度に福祉施設を退所し、

一般就労した者の数 

【目標値】目標年度の年間一般就労移行者

数 

7人 令和５年度に福祉施設を退所し、

一般就労する者の数 

基本指針：1.27倍以上 

現在の就労移行支援事業の利用者のうち、

一般就労に移行した者の人数 

2人 令和元年度末の移行者数 

目標年度末における就労移行支援事業の利

用者のうち、一般就労に移行した者の人数 

3人 令和５年度末の移行者数 

基本指針：1.30倍以上 

現在の就労継続支援Ａ型事業利用者のう

ち、一般就労に移行した者の人数 

0人 令和元年度末の移行者数 

目標年度末における就労継続支援Ａ型事業

利用者のうち、一般就労に移行した者の人

数 

1人 令和５年度末の移行者数 

基本指針：1.26倍以上 

現在の就労継続支援Ｂ型事業の利用者のう

ち、一般就労に移行した者の人数数 

2人 令和元年度末の移行者数 

目標年度末における就労継続支援Ｂ型事業

の利用者のうち、一般就労に移行した者の

人 

3人 令和５年度末の移行者数 

基本指針：1.23倍以上 

現在の就労移行支援事業の利用者のうち、

就労定着支援事業の利用者数 

5人 平成３１年４月から令和元年９月

の間に福祉施設を退所し、一般就

労に移行した者の数 

1人  上記のうち、就労定着支援事業

を利用した人数 

目標年度の年間一般就労移行者のうち、就

労定着支援事業利用者の割合 

7割 令和５年度中に福祉施設を退所

し、一般に移行する（就労移行後

６月以上経過した者に限る。）のう

ち、就労定着支援事業を利用して

いる者の割合（７割以上とする） 
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（４）障がい児支援の提供体制の整備に係る目標 

  下記項目については、令和２年度末時点ですでに設置済または配置済ですが、

更なる障がい児支援の提供体制の充実を目指します。 

項    目 数  値 考   え   方 

児童発達支援センターの設置 1か所 令和５年度末の数 

保育所等訪問支援事業の実施 1か所 令和５年度末の数 

主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所の確保 

1か所 令和５年度末の数 

主に重症心身障がい児を支援する

放課後等デイサービス事業所の確

保 

1か所 令和５年度末の数 

令和２年４月１日時点の医療的ケ

ア児支援協議の場の設置状況 

有 市単独で設置済 

医療的ケア児等コーディネーター

の配置 

１名 令和５年度末の配置人数 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

 障がい福祉サービスの提供体制の確保とともに、障がい者が抱える課題やニーズ

を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、関係機関との連携を行

うことができる相談支援体制の構築を目指します。 

項    目 内     容 

総合的・専門的な相談支援の実施及

び地域の相談支援体制の強化を実

施する体制の確保 

令和５年度末までに基幹相談支援センターの設置を

検討し実施体制を確保する 

 

（６）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 障がい者等が真に必要とする障がい福祉サービス等が提供されることを目指す

ため、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する

体制の構築を目指します。 

項    目 内     容 

障がい福祉サービス等の質を向上

させるための取組に関する事項を

実施する体制の確保 

県が実施する障がい福祉サービス等に係る各種研修

会に参加する 

令和５年までに、障害者自立支援給付審査支払等シス

テム等による審査結果を活用し、事業所と共有する 
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４ 各年度における指定障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込

み及びその見込量の確保のための方策 

 

（１）指定障がい福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方 

 

① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護などのサービスを提供し、安心した在

宅での生活を支援します。 

② 生活介護や就労継続支援事業の日中活動サービス体制の充実を図り、自立

した生活を支援します。 

③ 地域生活を支援する「自立生活援助」や一般就労への定着を支援する「就

労定着支援」など新たに創設されたサービスを含め、障がい者の個々のニ

ーズ、地域資源を的確に把握しながら、適切な障がい福祉サービスの提供

に努めます。 

④ 障がい児支援については、児童発達支援センター酒田市はまなし学園の地

域支援（保育所等訪問支援、相談支援）などの充実に向けた体制整備や、

放課後等デイサービス、短期入所などの受入体制の拡充に努めます。 

 

（２）指定障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み 

 

① 居宅介護（訪問系サービス） 

ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排泄、食事などの介助を行います。（対象：

区分１以上。身体介護を伴う通院介助は区分２以上。それに相当する状態の

障がい児を含む） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

居 宅 介 護 
1,699 1,682 1,666 時間／月 

１か月あたりの延利用時間数 

149 152 155 実人数 

 

② 重度訪問介護（訪問系サービス） 

重度の身体障がい者に、ヘルパーが身体介護や家事援助並びに外出時にお

ける移動中の介護など、総合的な居宅介護サービスを提供します。（対象：区

分４以上） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

重度訪問介護 
143 151 160 時間／月 

１か月あたりの延利用時間数 

4 5 6 実人数 
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③ 同行援護（訪問系サービス） 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の

提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。（対象：独

自の評価指標による。ただし身体介護を伴う場合は区分２以上） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

同 行 援 護 
54 55 56 時間／月 

１か月あたりの延利用時間数 

18 21 21 実人数 

 

④ 行動援護（訪問系サービス） 

知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な人に、行

動するときに必要な介助や外出時の移動の補助を行います。（対象：区分３以

上でこれに相当する状態の障がい児を含む） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

行 動 援 護 
4 8 12 時間／月 

１か月あたりの延利用時間数 

1 2 3 実人数 

 

⑤ 重度障がい者等包括支援（訪問系サービス） 

常に介護が必要な最重度の障がいがある人に、居宅介護などの障がい福祉

サービスを包括的に提供します。（対象：区分６でこれに相当する状態の障が

い児を含む） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

重度障がい者等

包括支援 

240 240 240 時間／月 
１か月あたりの延利用時間数 

1 1 1 実人数 

 

⑥ 生活介護（日中活動系サービス） 

常に介護が必要な人に、主に昼間に施設で入浴や排泄、食事の介護や創作

的活動などの機会を提供します。（対象：区分３以上。50 歳以上は区分２。

ただし入所施設ではそれぞれ区分４と区分３以上） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

生 活 介 護 
4,534 4,489 4,444 人日／月 

１か月あたりの延利用人日数 

264 270 275 実人数 

 

⑦ 自立訓練「機能訓練」（日中活動系サービス） 

身体障がい者が自立した日常生活・社会生活を営めるよう、必要な身体機

能向上（理学療法、作業療法）などの訓練を行います。 
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サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

自立訓練 

「機能訓練」 

22 22 22 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

1 1 1 実人数 

 

⑧ 自立訓練「生活訓練」（日中活動系サービス） 

知的障がい者、精神障がい者が自立した日常生活を営めるよう、生活能力

向上などの訓練を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

自立訓練 

「生活訓練」 

737 671 610 
人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

60 55 55 実人数 

 

⑨ 就労移行支援（日中活動系サービス） 

就労を希望する 65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用される

と見込まれる者に、生産活動などを通じて知識や能力を養成することで適性

にあった就労ができるよう支援（職業訓練）を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

就労移行支援 
225 203 182 人日／月 

１か月あたりの延利用人日数 

16 14 14 実人数 

 

⑩ 就労継続支援「雇用型（Ａ型）」（日中活動系サービス） 

就労移行支援事業を利用したが一般企業の雇用に結びつかなかった者等を

雇用し、職業訓練を行うことによって、一般就労への移行を支援します。事

業者と利用者は雇用契約を締結し、労働関係法規が適用されます。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

就労継続支援 

「雇用型（Ａ型）」 

580 556 534 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

25 24 23 実人数 

 

⑪ 就労継続支援「非雇用型（Ｂ型）」（日中活動系サービス） 

就労移行支援事業を利用したが一般企業の雇用に結びつかなかった者等を

対象に、職業訓練を通して、一般就労に向けた支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

就労継続支援 
「非雇用型（Ｂ型）」 

6,305 6,998 7,768 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

381 427 478 実人数 
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⑫ 就労定着支援 

一般就労した障がい者が職場に定着できるよう、一定期間、事業所・家族

との連絡調整等の支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

就労定着支援 10 10 10 実人数 

 

⑬ 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する障がい者に

対して、一定期間、定期的な巡回訪問や適切な支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

自立生活援助 2 2 2 実人数 

（内）精神障がい者 1 1 1 実人数 

 

⑭ 共同生活援助（グループホーム）（居住系サービス） 

地域で共同生活を営むのに支障のない人に、共同生活を営む住居において、

主に夜間に相談、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行

います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

共同生活援助 136 140 144 人／月 
１か月あたりの利用人数 

（内）精神障がい者 71 72 75 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

⑮ 施設入所支援（居住系サービス） 

施設入所者に対して、主に夜間に入浴、排泄、食事の介護などのサービス

を提供します。（対象：区分４以上。50歳以上は区分３以上） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

施設入所支援 140 139 137 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

⑯ 療養介護（日中活動系サービス） 

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療

養上の管理、看護、介護などを提供します。（対象：区分６の筋萎縮性側索硬

化症等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理者。区分５以上の筋ジスト

ロフィー患者等） 
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サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

療 養 介 護 16 16 16 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

⑰ 短期入所（日中活動系サービス） 

在宅での介護が一時的に困難になった場合に、短期間施設に入所し、夜間

も含め施設で入浴や排泄、食事の介護などのサービスを提供します。（対象：

区分１以上。障がい児については別に定める区分が１以上） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

短 期 入 所 
331 354 379 人日／月 

１か月あたりの延利用人日数 

42 46 52 実人数 

 

⑱ 計画相談支援（相談支援） 

障がい福祉サービスを利用する際に、サービス利用にかかる計画作成、利

用調整などの支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

計画相談支援 193 199 205 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

⑲ 地域移行支援（相談支援） 

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談

などの支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

地域移行支援 2 4 6 人／月 
１か月あたりの利用人数 

（内）精神障がい者 1 2 3 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

⑳ 地域定着支援（相談支援） 

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に

相談などの支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

地域定着支援 2 4 6 人／月 
１か月あたりの利用人数 

内）精神障がい者 1 2 3 人／月 
１か月あたりの利用人数 
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㉑ 児童発達支援（障がい児支援） 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練、その他必要な支援を行います。（対象：療育の観点から集団療育及び

個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

児童発達支援 
501 493 486 人日／月 

１か月あたりの延利用人日数 

39 37 36 実人数 

 

㉒ 放課後等デイサービス（障がい児支援） 

授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通

わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要

な支援を行います。（対象：学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及

び大学を除く）に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と

認められた障がい児） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

放課後等デイ 

サービス 

1,972 2,062 2,156 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

126 135 144 実人数 

 

㉓ 保育所等訪問支援（障がい児支援） 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活

への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。（対象：保育所、

幼稚園、小学校、特別支援学校、認定子ども園その他児童が集団生活を営む

施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認

められた障がい児） 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

保育所等訪問支援 
16 17 17 人日／月 

１か月あたりの延利用人日数 

4 4 4 実人数 

 

㉔ 医療型児童発達支援（障がい児支援） 

児童発達支援及び治療を行います。（対象：肢体不自由（上肢、下肢または

体幹の機能障がい）があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での

支援が必要であると認められた障がい児） 

 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

医療型 

児童発達支援 

1 1 1 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

1 1 1 実人数 
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㉕ 居宅訪問型児童発達支援（障がい児支援） 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与等の支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

居宅訪問型 

児童発達支援 

4 4 4 人日／月 
１か月あたりの延利用人日数 

1 1 1 実人数 

 

㉖ 障がい児相談支援（障がい児支援） 

障がい児通所支援を利用する際に、サービス利用にかかる計画作成、利用

調整などの支援を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

障がい児相談支援 19 20 22 人／月 
１か月あたりの利用人数 

 

㉗ 医療的ケア児支援（障がい児支援） 

医療的ケア児に対し、関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置

を行います。 

サービス種別 令和３年度 令和４年度 令和５年度 単 位 

医療的ケア児支援 1 1 1 
人／月 
１か月あたりのコーディネー

ター数 

 

 

（３）指定障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み量の確保のため 

の方策 

 

① 利用者のニーズを満たすことができるサービス量を把握するため、事業所等

を含む関係各所との連携を密にするとともに、新規事業者の参入促進及び支

援を行います。 

② 同行援護や行動援護などのサービスに必要な研修については、十分なサービ

スが提供できるように、庄内地区での毎年の開催や研修回数の増など、関係

機関に研修体制の充実について働きかけていきます。 

③ 障がい者支援施設については、入所支援や短期入所等のニーズの受け皿とし

て重要な役割を担っており、設備等の老朽化、自然災害や感染症等に対応で

きる環境が整備されるように支援を行います。 

④ 施設入所者の地域支援を推進し、地域における居住の場の安定提供を図るた

め、グループホーム及び運営する社会福祉法人等の活動を支援します。 

⑤ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ 

ービス事業所の把握及び情報提供等による事業者の参入を促進します。 
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（４）その他の活動指標 

① 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

保健、医療及び福祉関係者が連携を図り、精神障がいのある人の地域定着

を目指します。 

事項 
令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

単 位 

保健・医療・福祉関係者による協議の場

の開催回数 
1 1 1 回／年 

保健・医療・福祉関係者による協議の場

の参加人数 
10 10 10 人／年 

保健・医療・福祉関係者による協議の場

における目標設定及び評価の実施 
1 1 1 回／年 

 

② 地域生活支援拠点等が有する機能の充実  

    障がい福祉サービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地

域の体制づくりを行い、その運用状況の検証・検討を行います。 

  事 項 
令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

単 位 

各年度における地域生活支援拠点等が

有する機能の充実に向けた検証及び検

討の実施回数 

0 0 1 令和５年度末まで
に体制を確保 

 

③ 相談支援体制の充実・強化のための取組 

 １事業所あたりの相談支援専門員の数が少ないなど、相談支援体制の更な 

る充実に向けた取組を行います。 

事項 
令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

単 位 

地域の相談支援事業者に対する訪問等

による指導・助言件数 
4 4 4 件／年 

地域の相談支援事業者の人材育成の支

援件数 
6 6 6 件／年 

地域の相談機関との連携強化の取組の

実施回数 
2 2 2 回／年 

 

④ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

       障がい福祉サービス等の多様化やサービス事業所の増加により、利用者が 

必要とするサービスを適切に提供できるように取組を行います。 

事項 
令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

単 位 

県が実施する障がい福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市職員の参

加人数 

2 2 2 回／年 

障害者自立支援審査支払等システム等

を活用した、事業者との共有回数 
1 1 1 回／年 
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⑤ 発達障がい者等に対する障がい児支援体制 

         ペアレント・トレーニングなどの支援プログラムを実施することで、保 

護者が身近なところで子育て支援を受けることができるような体制づく

りを行います。 

事項 
令和３
年度 

令和４
年度 

令和５
年度 

単 位 

ペアレント・トレーニングやペアレン

ト・プログラム等の支援プログラム等の

受講者数 

32 34 36 人／年 
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５ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

 

（１）地域生活支援事業の実施に関する考え方 

 

    障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常 

生活及び社会生活を営むことができるように、地域生活支援事業を実施しま 

す。 

 

（２）地域生活支援事業の種類ごとの必要な量の見込み 

 

《必須事業》 

① 理解促進研修・啓発事業 

障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除

去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民へ

の働きかけをします。 

理解促進研修・啓発事業 

実施の有無 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有 有 有 

 

② 自発的活動支援事業 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障

がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支

援します。 

自発的活動支援事業 

実施の有無 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有 有 有 

 

③ 相談支援事業 

障がい者や障がい児の保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報の

提供や助言を行います。また、権利擁護のために必要な援助も行います。 

相談支援事業 

実施か所数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1か所 1か所 1か所 

 

 

基幹相談支援センター 

設置の有無 
無 無 有 

 

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業 

実施の有無 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

無 無 有 
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  ④ 成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用

であると認められる知的障がい者又は精神障がい者で、成年後見制度の利用

に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である

と認められる者に、費用の助成を行うことで、障がい者の権利擁護を図りま

す。 

成年後見制度利用支援事業 

実利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

3人 3人 3人 

 

  ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保

できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動

を支援することで、障がい者の権利擁護を図ります。 

成年後見制度法人後見支援事業 

実施の有無 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有 有 有 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意志疎通を図ることに

支障がある障がい者に対して手話通訳者等の派遣を行います。 

手話通訳者等 

延派遣回数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

100回 105回 110回 

 

手話通訳者 

実設置者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

0人 0人 1人 

 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

身体障がい者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。 

日常生活用具給付等事業 

延給付件数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

2,595件 2,595件 2,595件 

 

 

介護・訓練支援用具 7件 7件 7件 

自立生活支援用具 9件 9件 9件 

在宅療養等支援用具 15件 15件 15件 

情報・意思疎通支援用具 56件 56件 56件 

排泄管理支援用具 2,507件 2,507件 2,507件 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 1件 1件 1件 
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⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者

を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活

または社会生活を営むことができるようにすることを目的とします。 

手話奉仕員等 

登録者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

15人 16人 17人 

 

⑨ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援を行います。 

個別支援型 

実利用者数・延利用時間数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

4 人 40 時間 4 人 40 時間 4 人 40 時間 

 

リフト付福祉車両移送型 

実利用者数・延利用回数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

100人 930回 100人 930回 100人 930回 

 

障がい児通所支援車両移送型

実利用者数・延利用回数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

5 人 700 回 5 人 700 回 5 人 700 回 

 

⑩ 地域活動支援センター事業 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流を促進するための事

業を行います。 

地域活動支援センター 

実施箇所数・実利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

2 箇所 150人 2 箇所 150人 2 箇所 150人 

 

 

《任意事業》 

① 訪問入浴サービス事業（日常生活支援） 

自宅において入浴することが困難な在宅の身体障がい者に対して訪問入浴

車による家庭での入浴サービスを行います。 

訪問入浴サービス事業 

実利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

5人 5人 5人 

 

② 日中一時支援事業（日常生活支援） 

障がい者の日中における活動の場を確保し、障がい者の家族の就労支援及

び障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。 

日中一時支援事業 

実施箇所数・実利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

10 か所 60 人 10 か所 60 人 10 か所 60 人 
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③ 巡回支援専門員整備事業（日常生活支援） 

保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障が

いが“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、保育所等訪

問支援等との連携により、発達障がい児等の福祉の向上を図ることを目的と

します。 

巡回支援専門員 

実設置者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

2人 2人 2人 

 

④ スポーツ・レクリエーション活動等事業（社会参加支援） 

各種スポーツ・レクリエーション教室や障がい者スポーツ大会等を開催し、

障がい者の社会参加を促進することを目的とします。 

スポーツ大会等 

延参加者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

630人 630人 630人 

 

⑤ 文化芸術活動振興事業（社会参加支援） 

障がい者のアート作品展等を開催し、障がい者の社会参加を促進すること

を目的とします。 

文化芸術活動等 

延参加者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

      100人       100人      100人 

 

⑥ 点字・声の広報等発行事業（社会参加支援） 

文字による情報入手が困難な障がい者等のために、点訳、音声訳等により、

市広報、市議会だより、障がい者福祉制度の紹介、生活情報、その他障がい

者等が地域生活をする上で必要度の高い情報等を提供します。 

点字・声の広報等 

延利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

224人 224人 224人 

 

  ⑦ 知的障がい者職親委託事業（就業・就労支援） 

    知的障がい者の自立更生を図るため、知的障がい者の更生援護に熱意を有

する事業経営者等の私人（職親）に一定期間預け、生活指導及び技術習得訓

練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と

職場における定着性を高めることを目的とします。 

 

知的障がい者職親委託事業 

実利用者数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1人 1人 1人 

 

 

 



53 

 

（３）地域生活支援事業の各事業の見込み量確保のための方策 

 

   障がい者及び障がい者が日常生活及び社会生活を円滑に送ることが出来る

よう、相談体制の充実を図りながら、各事業の充実及び周知に努めます。 
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資 料  

 

 

 本市の人口は、平成２７年に実施された国勢調査では、１０６，２４４人（男性

５０，２９３人、女性５５，９５１人)となっています。 

 人口の推移をみると、旧酒田市で初めて１０万人を超えた昭和５５年の１０２，

６００人をピークに、その後の２５年間は微減で推移し、平成１７年の１市３町合

併により人口増加しましたが、その後減少傾向にあります。 

 年齢３区分別の割合をみると、年少人口と生産年齢人口は年々減少してきている

一方、老齢人口は年々増加し、少子・高齢社会が進展しています。 

 

３区分人口構成の推移                     各年 10月 1日現在 

 Ｓ55 

1980年 

Ｓ60 

1985年 

Ｈ２ 

1990年 

Ｈ７ 

1995年 

Ｈ12 

2000年 

Ｈ17 

2005年 

Ｈ22 

2010 年 

Ｈ27 

2015年 

総人口（人） 

比率（％） 

102,600 

100.0 

101,392 

100.0 

100,811 

100.0 

101,230 

100.0 

101,311 

100.0 

117,577 

100.0 

111,151 

100.0 

106,244 

100.0 

老齢人口（人） 

比率（％） 

10,638 

10.4 

12,573 

12.4 

15,291 

15.2 

19,055 

18.8 

22,393 

22.1 

30,491 

25.9 

31,836 

28.6 

34,518 

32.6 

生産年齢人口（人） 

比率（％） 

69,153 

67.4 

67,618 

66.7 

66,824 

66.3 

65,537 

64.7 

63,768 

62.9 

71,028 

60.4 

65,192 

58.7 

59,168 

55.9 

年少人口（人） 

比率（％） 

22,800 

22.2 

21,201 

20.9 

18,696 

18.5 

16,638 

16.5 

15,150 

15.0 

16,058 

13.7 

14,123 

12.7 

12,168 

11.5 

（資料：国勢調査） 

※老齢人口 ……………… ６５歳以上の人口 

※生産年齢人口 ………… １５歳以上６５歳未満の人口 

※年少人口 ……………… １５歳未満の人口 

※合計特殊出生率 ……… １５歳～４９歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、１

人の女性が一生の間に産む子供の数を示す。この数値が２．１を下回ると将来人口が

減少していくとされています。 

  

 注：平成 27年度の総人口には年齢不詳 390人が含まれます。 
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１ 障がい者全体の状況 

 

（１） 障がい者数（総数）        

 

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳交付者数（人） 令和 2年 3月 31日現在 

 総    数 

身体障がい（児）者 

    身体障がい児（１８歳未満） 

    身体障がい者（１８歳以上） 

5,021 

61 

4,960 

 知的障がい（児）者 

    知的障がい児（１８歳未満） 

    知的障がい者（１８歳以上） 

839 

138 

701 

 精神障がい（児）者 

    精神障がい児（１８歳未満） 

    精神障がい者（１８歳以上） 

610 

 0 

610 

計 6,609 

 

 

（２） 障がい福祉サービス等の利用状況  

① 居宅介護（訪問系サービス） 

年度 利用実人数 利用延時間 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 125人 20,247.50時間 ニチイ・社会福祉協議会・あらた・ひばり・すずらん・ 

みすみ・ぬくもり・ほほえみ・ｼｪ･ﾓﾜ・アースサポート 

３０ 131人 19,301.50時間 ニチイ・社会福祉協議会・あらた・すずらん・みすみ・ 

シェ･モワ・ほほえみ・アースサポート 

元 143人 20,813.00時間 ニチイ・社会福祉協議会・あらた・すずらん・みすみ・ 

シェ･モワ・アースサポート 

 

② 重度訪問介護（訪問系サービス） 

年度 利用実人数 利用延時間 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 2人 2,150.5時間 あらた・ひばり・ニチイ 

３０ 4人 2,204.5時間 ニチイ・あらた・はあとらんどの風 

元 3人 1,523.5時間 ニチイ・はあとらんどの風 
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③ 同行援護（訪問系サービス） 

年度 利用実人数 利用延時間 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 13人  944.0時間 すずらん・ニチイ・酒田市社協・五橋あい･天童市訪問介護

サービス・若林・青葉ヘルパーステーション 

３０ 16人  911.0時間 すずらん・酒田市社協・山形市社協・ニチイこうや 

元 16人  628.5時間 すずらん・酒田市社協・山形市社協・エッセンシャルケア

センター・ぱあとなあ 

 

④ 行動援護（訪問系サービス） 

年度 利用実人数 利用延時間 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0時間  

３０ 0人 0時間  

元 0人  0時間  

 

⑤ 重度障がい者等包括支援（訪問系サービス） 

年度 利用実人数 利用延時間 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0時間  

３０ 0人 0時間  

元 0人  0時間  

 

⑥ 生活介護（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 247人 59,567回 光風園・月光園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・おおやま・鶴

峰園・あらた・しらさぎ寮・ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙ・光生園・ 

ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ寮・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・まつかぜ・つばさ・はんどめい

ど糸蔵楽・なのはな畑・日本海・つばさクラブ・青い帽子・ふれん

ず・だいまち・あーす・ふれあい・ohana・ゆうとぴい 

３０ 267人 55,336回 光風園・月光園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・鶴峰園・

光生園・しらさぎ寮・あらた・ふれんず・日本海・ふれあい・

なのはな畑・ohana・はんどめいど糸蔵楽・ゆうとぴい・あー

す・ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ寮・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・まつかぜ・つばさ・

青い帽子・おおやま 

元 254人 55,507回 光風園・月光園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・鶴峰園・

光生園・しらさぎ寮・あらた・ふれんず・日本海・ふれあい・

みらいず・ひょっこり島・なのはな畑・ohana・ゆうとぴい・

はんどめいど糸蔵楽・あーす・ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ寮・まつ

かぜ・つばさ・青い帽子・ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙ・のぞみの家・だいまち 



57 

 

⑦ 自立訓練「機能訓練」（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0回  

３０ 0人 0回  

元 0人  0回  

 

⑧ 自立訓練「生活訓練」（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 82人 14,152回 たぶの木・あすなろ・吹浦荘・ひまわり園・くじら・日本

海・愛光園・みらいず・あずま･みなみ・いっぽ･さごし･ 

アスピア 

３０ 88人 10,346回 たぶの木・あすなろ・吹浦荘・くじら・日本海・あずま・ 

いっぽ・さごし・ひまわり園・みなみ・アスピア 

元 64人 10,677回 たぶの木・あすなろ・吹浦荘・くじら・日本海・あずま・ 

いっぽ・さごし・ひまわり園・みなみ・アスピア・慈丘園・

あすか 

※宿泊型自立訓練を含む 

 

⑨ 就労移行支援（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 32人 5,634回 ふれんず・たぶの木・じょんぶ・みなみ・ひまわり園・あらた・

あすなろ・あおば・ひょっこり島・国立障害者リハビリテーショ

ンセンター 

３０ 41人 5,481回 ふれんず・たぶの木・じょんぶ・みなみ・ひまわり園・あらた・

あすなろ・あおば・ひょっこり島・国立障害者リハビリテーショ

ンセンター 

元 16人 3,332回 たぶの木・じょんぶ・みなみ・ひまわり園・あおば・こもれび・

みのり・ひょっこり島・アスピア 

 

⑩ 就労継続支援「雇用型（Ａ型）」（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 41人 10,041回 すまいるらんどＡ・すまいるらんどＡ鶴岡・あらた・ピース本町 

３０ 40人 9,348回 すまいるらんどＡ・すまいるらんどＡ鶴岡・あらた・ピース本町 

元 26人 7,547回 すまいるらんどＡ・すまいるらんどＡ鶴岡・ピース本町 
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⑪ 就労継続支援「非雇用型（Ｂ型）」（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 261人 51,730回 すまいるらんどＢ・たぶの木・さごし・あらた・みらいず・ふれ

んず・あずま・みなみ・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・さくらが丘・ステップ・やま

びこ・きらり・あけぼの・楓・よつばの里・かにの家・栄光園・

あおば・いっぽ・あすなろ・青柳作業所・さくらんぼの家・あす

か・ﾜｰｸｾﾝﾀｰ大山・じょんぶ・なのはな畑・日本海・愛光園・くじ

ら・わいわいかんとりー・つくし・ひまわり園・さんのう・もみ

の木・ひょっこり島・まざーずはーと 

３０ 320人 57,675回 すまいるらんどＢ・たぶの木・さごし・あらた・みらいず・ふれ

んず・あずま・みなみ・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・さくらが丘・ステップ・やま

びこ・きらり・あけぼの・楓・よつばの里・かにの家・栄光園・

あおば・いっぽ・あすなろ・青柳作業所・さくらんぼの家・あす

か・ﾜｰｸｾﾝﾀｰ大山・じょんぶ・なのはな畑・日本海・愛光園・くじ

ら・わいわいかんとりー・つくし・ひまわり園・さんのう・もみ

の木・ひょっこり島・まざーずはーと・しろくま 

元 304人 61,402回 すまいるらんどＢ・たぶの木・さごし・あらた・みらいず・ふれ

んず・あずま・みなみ・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・さくらが丘・ステップ・やま

びこ・きらり・あけぼの・よつばの里・かにの家・あおば・こも

れび・みのり・あすなろ・いっぽ・あすか・ﾜｰｸｾﾝﾀｰ大山・じょん

ぶ・なのはな畑・日本海・愛光園・くじら・わいわいかんとりー・

つくし・ひまわり園・さんのう・ひょっこり島・まざーずはーと・

しろくま・結夢家・なでらの森・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀ ・ーピース本町・tetoteo・

やまびこ 

 

⑫ 療養介護（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 18人 6,545回 西多賀病院・あきた病院・国立山形病院・国立米沢病院 

３０ 18人 6,542回 西多賀病院・あきた病院・国立山形病院・国立米沢病院 

元 17人 6,412回 西多賀病院・あきた病院・国立山形病院・国立米沢病院 
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⑬ 短期入所（日中活動系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 39人 2,865回 月光園・光風園・吹浦荘・和光園・鳥海学園・ドレミファ・

日本海総合病院・慈丘園・愛光園・県立総合療育センター 

３０ 49人 3,373回 月光園・光風園・吹浦荘・和光園・鳥海学園・ドレミファ・

日本海総合病院・慈丘園・愛光園・県立総合療育センター・

しおん荘 

元 34人 3,466回 月光園・光風園・吹浦荘・和光園・鳥海学園・ドレミファ・

日本海総合病院・慈丘園・鶴峰園・愛光園・県立総合療育

センター・しおん荘 

 

⑭ 共同生活援助（グループホーム）（居住系サービス） 

年度 入居人数 利   用   施   設   の   内   訳 

２９ 130人 吹浦荘・光風園・たくせい寮・希望が丘・すてっぷ・未来の家・やす

らぎ・あたご・ドレミファ・愛光園・ハイツ平島・慈丘園・ゆきやな

ぎ・なでらの森・なごみ・ひだまり・くるみ・わだち・ハイツＭ２号

棟・きらり・あかり・ひかり・ピース・酒田地区共同生活事業所・ゆ

ずり葉 

３０ 134人 吹浦荘・たくせい寮・希望が丘・すてっぷ・未来の家・やすらぎ・あ

たご・ドレミファ・愛光園・ハイツ平島・慈丘園・ゆきやなぎ・なで

らの森・なごみ・ひだまり・くるみ・わだち・ハイツＭ２号棟・きら

り・あかり・ひかり・ピース・酒田地区共同生活事業所・ゆずり葉・

くらげ 

元 128人 吹浦荘・たくせい寮・希望が丘・すてっぷ・未来の家・やすらぎ・あ

たご・ドレミファ・愛光園・ハイツ平島・慈丘園・ゆきやなぎ・なで

らの森・なごみ・ひだまり・わだち・きらり・あかり・ひかり・ピー

ス・酒田地区共同生活事業所・くらげ・くぬぎ荘 

 

⑮ 施設入所支援（居住系サービス） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 151人 52,816回 月光園・光風園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・鶴峰

園・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・しらさぎ寮・光生園・ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ

寮・栄光園・愛光園・松風園 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

３０ 154人 51,405回 月光園・光風園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・鶴峰

園・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・しらさぎ寮・光生園・ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ

寮・栄光園・愛光園・国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

元 141人 50,066回 月光園・光風園・和光園・恵風園・吹浦荘・慈丘園・鶴峰

園・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・しらさぎ寮・光生園・ﾗｲﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ・あさひ

寮・愛光園 
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⑯ 計画相談支援（相談支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 831人 1,512回 あおぞら・あらた・光風園・ふれあい工房・社会福祉協議会 

ﾄﾞﾚﾐﾌｧ・月光園・わいわいかんとりー・愛陽会・翔・ぱすて

る・鶴岡市障害者相談支援センター・愛光園・あずさ・すて

っぷ・和光園・なでらの森・秋田県心身障がい者コロニー・

つるおか・おきたま・光生園・そら・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・ふぅ・仙台

西多賀病院相談支援・くじら・アスピア・いんくポット 

３０ 811人 1,757回 あおぞら・あらた・光風園・ふれあい工房・社会福祉協議会 

ﾄﾞﾚﾐﾌｧ・月光園・わいわいかんとりー・愛陽会・翔・ぱすて

る・愛光園・あずさ・すてっぷ・和光園・なでらの森・つる

おか・おきたま・光生園・そら・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・ふぅ・仙台西多

賀病院相談支援・くじら・アスピア・いんくぽっと・由利本

荘地域生活支援センター 

元 864人 2,184回 あおぞら・あらた・光風園・ふれあい工房・社会福祉協議会 

ﾄﾞﾚﾐﾌｧ・月光園・わいわいかんとりー・愛陽会・翔・ぱすて

る・愛光園・あずさ・すてっぷ・和光園・なでら・つるおか・

おきたま・光生園・そら・ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ・ふぅ・仙台西多賀病院

相談支援・くじら・アスピア・いんくぽっと・由利本荘地域

生活支援センター・一柳・とまり木 

※利用延回数にはモニタリングを含む 

 

⑰ 地域移行支援（相談支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0回  

３０ 0人 0回  

元 0人 0回  

 

⑱ 地域定着支援（相談支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0回  

３０ 0人 0回  

元 0人 0回  
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⑲ 児童発達支援（障がい児支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 
63人 7,073回 

酒田市はまなし学園・そよ風クラブ・ラブラドー

ル・メグシィ・ふれあいキッズ 

３０ 60人 7,141回 
酒田市はまなし学園・いろは・ドレミファ・ラブ

ラドール・メグシィ・ふれあいキッズ 

元 51人  6,253回 酒田市はまなし学園・ドレミファ・メグシィ 

 

⑳ 放課後等デイサービス（障がい児支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 114人 20,038回 アシスト・いろは・そよ風クラブ・そら・ドレミファ・ 

ラブラドール・ドレミファひがし・ひょっこり島・こ

えだ・ふれあいキッズ・のびのびクラブ・メグシィ・

Ｏｈａｎａ 

３０ 121人  20,747回 アシスト・いろは・そよ風クラブ・そら・ドレミファ・ 

ドレミファひがし・ひょっこり島・こえだ・ふれあい

キッズ・のびのびクラブ・ならはし・メグシィ・Ｏｈ

ａｎａ・のぞみの家 

元 130人  21,646回 アシスト・いろは・そよ風クラブ・そら・ドレミファ・ 

ドレミファひがし・ひょっこり島・こえだ・ふれあい

キッズ・ならはし・メグシィ・Ｏｈａｎａ・のぞみの

家 

 

㉑ 保育所等訪問支援（障がい児支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 9人 189回 はまなし学園 

３０ 8人 133回 はまなし学園 

元 5人  173回 はまなし学園 

 

㉒ 医療型児童発達支援（障がい児支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 0人 0回  

３０ 0人 0回  

元 0人  0回  
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㉓ 障がい児相談支援（障がい児支援） 

年度 利用実人数 利用延回数 利 用 施 設 の 内 訳 

２９ 177人 365回 あおぞら・あらた・ドレミファ・そら・ふれあい工房、

光風園・はまなし学園・くじら 

３０ 185人  426回 あおぞら・あらた・ドレミファ・そら・社会福祉協議

会・ふれあい工房、光風園・はまなし学園・くじら 

元 191人  476回 あおぞら、あらた、ドレミファ、そら、社会福祉協議

会、ふれあい工房、光風園、はまなし学園、くじら・

よつばの里 

※利用延回数にはモニタリングを含む 

 

 

（３） 福祉用具の利用状況 

       

①補装具の交付・修理の推移（件）                 （各年度実績） 

種目 

年度 

義肢 装 
具 

歩
行
補
助 

    
つ
え 

盲
人
安
全 

    

つ
え 

義 

眼 

眼 

鏡 

補
聴
器 

車
い
す 

電
動
車 

  

い
す 

座
位
保
持 

   

装
置 

歩
行
器 

そ
の
他 

計 

義
手 

義
足 

28 
交付 2 4 40 1 4 1 2 62 24 3 16 2 2 163 

修理 0 6 11 0 0 0 0 16 19 4 3 0 1 60 

29 
交付 1 2 34 2 3 1 5 43 26 2 10 0 0 129 

修理 1 5 6 0 0 0 0 18 19 7 6 0 0 62 

30 
交付 1 2 50 3 3 0 3 60 17 2 2 2 0 145 

修理 0 12 6 0 0 0 0 13 20 6 0 0 0 57 

元 
交付 0 6 50 1 4 2 3 47 13 0 9 1 1 137 

修理 0 9 6 0 0 0 0 16 17 2 12 0 0 62 

注）児童件数を含む。 
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② 日常生活用具の給付状況（件） 
 
種
目 
 
 
 
 
 
 
 
年
度 
 

視

覚

障

が

い

者

用 

拡

大

読

書

器 

聴

覚

障

が

い

者

用 

通

信

装

置 

特

殊

寝

台 

入

浴

補

助

用

具 

移

動

用

リ

フ

ト 

人

工

喉

頭 

透

析

液

加

湿

器 

ネ

ブ

ラ

イ

ザ

ー 

電

気

式 

た

ん

吸

引

器 

ス

ト

マ

用

装

具 

居

宅

生

活 

動

作

補

助

用

具 

そ

の

他 

 

合

計 

                        

公 費 支 出 額 

（円） 

28 3 0 3 5 3 1 0 3 12 2,422 0 36 2,488 

 

21,667,898 

 

29 4 0 3 3 1 3 0 2 11 2,433 1 54 2,515 21,846,925 

30 2 2 0 4 0 3 0 1 14 2,458 0 44 2,528 21,443,434 

元 1 1 3 2 2 4 1 0 12 2,523 2 106 2,657 23,570,166 

※ 児童件数を含む。
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２ 障がい者の手当等の状況 

 

（１） 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当    

      

特別障害者手当等の支給状況（人）               各年度 3月 31日現在 

 特別障害者手当 障害児福祉手当 福 祉 手 当 受給者計 

平成２８年度 111 74 2 187 

平成２９年度 116 65 2 183 

平成３０年度 115 70 2 187 

令和元年度 119 68 1 188 

 

（２） 特別児童扶養手当       

   

特別児童扶養手当の支給状況（人）           各年度 3月 31日現在 

 １級 ２級 計 

平成２８年度 88（2） 161（6） 249（8） 

平成２９年度 87（3） 172（6） 259（9） 

平成３０年度 76（3） 154（3） 230（6） 

令和元年度 77（7） 147（4） 224（11） 

※区分の１級（重度）、２級（中・軽度）は、手帳の等級とは異なる 

※（ ）は支給停止者数 
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３ 障がい者の医療等の状況 

 

（１） 重度心身障がい（児）者医療 

 

重度心身障がい（児）者医療の給付状況             各年度 3月 31日現在 

 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 

対 象 者 数（人） 2,684 2,627 2,896 2,816 

給 付 件 数（件） 71,229 70,344 69,723 70,446 

 

（２）自立支援医療（更生医療・育成医療）     

    

① 自立支援医療（更生医療）の給付状況（人）        各年度 3月 31日現在 

 視覚・聴覚・

音声・言語 

肢 体 内 部 障 が い 総 数 

心 臓 腎 臓 その他 

平成２８年度 0 37 132 112 2 283 

平成２９年度 2 29 122 66 2 321 

平成３０年度 2 18 125 145 5 295 

令和元年度 2 12 125 194 6 339 

 

② 自立支援医療（育成医療）の給付状況（人）        各年度 3月 31日現在 

 視覚・聴覚・ 

音声・言語 

肢 体 内 部 障 が い 総 数 

心臓 腎臓 その他 

平成２８年度 20 6 3 0   7 36 

平成２９年度 9  5  0 0 1 15 

平成３０年度 6 7 5 0  2 20 

令和元年度 10 3 7 0   3 23 
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４ 酒田市障がい者施策推進協議会条例 

 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 36条第 4項の規定に

より、酒田市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組

織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2条 協議会は、委員 15人以内で組織する。 

2  協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験を有する者、障がい者及び障が

い者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が任命する。 

(任期) 

第 3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

(会長) 

第 4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3  会長に、事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

(会議) 

第 5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

2  協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

(庶務) 

第 6条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。 

(委任) 

第 7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

1  この条例は、平成 17 年 11月 1日から施行する。 

2  この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第 3条の規定にかかわ

らず、平成 19年 5月 31日までとする。 

附 則 
 

この条例は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則 
 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の酒田市障がい者施策推進協議会条例の規

定は、平成 23年 8月 5日から適用する。ただし、第 2条の規定は、障害者基本法の一

部を改正する法律（平成 23 年法律第 90 号）附則第 1 条第 1 号に定める日から施行す

る。 
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５ 酒田市障がい者地域自立支援協議会設置要綱 

 

(設置) 

第 1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17年法律第 123号）第 89条の 3第 1項の規定に基づき、地域における障害福祉

（以下「障がい福祉」という。）に関する関係者の連携及び支援の体制に関する協

議を行うため、酒田市障がい者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 相談支援事業の実施（委託相談支援事業者の評価を含む。）に関すること。 

(2) 相談支援に係る困難事例への対応の在り方に関すること。 

(3) 障がい者の自立支援に係る地域の社会資源の開発、改善等に関すること。 

(4) 障がい福祉計画の策定又は変更に関すること。 

(5) 前各号に定めるもののほか、障がい福祉に関する連携及び支援の体制の構築に

関して必要な事項 

(組織) 

第 3条 協議会は、次に掲げる者のうちから委員 15人以内をもって組織し、市長が

これを任命する。 

(1) 障がい福祉に関する相談支援事業者の職員 

(2) 障がい福祉サービス事業者の職員 

(3) 保健・医療関係者 

(4) 教育関係者 

(5) 雇用・就労関係者 

(6) 障がい者関係団体の代表者 

(7) 学識経験を有する者 

(8) 関係行政機関の職員 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者 

(任期等) 

第 4条 委員の任期は 2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

2  委員の再任は、これを妨げない。 

(会長及び副会長) 

第 5条 協議会には、会長及び副会長を置くものとする。 

2  会長は、委員の互選によりこれを定める。 

3  副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

4  会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。 
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5  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第 6条 協議会の会議は、会長が招集する。 

2  協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

(専門部会) 

第 7条 協議会は、第 2 条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせ

るため専門部会を置くことができる。 

2  専門部会は、障がい福祉に関連する各機関の担当者で構成する。 

3  専門部会に属する委員は、会長が指名する。 

(関係者の意見聴取) 

第 8条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

意見を聴くことができる。 

(事務局) 

第 9条 協議会の事務局は、健康福祉部、市指定相談支援事業所及び庄内障がい者就

業・生活支援センターで構成し、協議会及び専門部会の事務及び運営を行う。 

(雑則) 

第 10条  この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則 
 

この告示は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

※ 酒田市障がい者地域自立支援協議会は、平成２２年７月２日設置、平成２４年４月

１日要綱設置 
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◎ 酒田市障がい者施策推進協議会・酒田市障がい者地域自立支援協議会委員名簿 

 

(令和２年７月現在) 

区 分 氏  名 所属団体・役職名 

会 長 小 林 和 人 酒田地区医師会理事 

副会長 澤 邉 みさ子 東北公益文科大学教授 

委 員 加 藤  聡 酒田商工会議所産業振興委員会委員長 

〃 梅 木  和 広 酒田市社会福祉協議会事務局次長兼地域福祉課長 

〃 佐 藤 やす子 酒田市民生委員・児童委員協議会 連合会副会長 

〃 古 川 美 紀 山形県建築士会酒田支部副支部長 

〃 佐 藤 健 治 酒田市障がい者福祉会理事長 

〃 小 山 啓 子 酒田手をつなぐ育成会理事 

〃 佐 藤 益 美 
障がい福祉サービス事業所たぶの木障がい福祉サービ

ス相談事業部長 

〃 菊 地 敦 子 共同生活支援事業仲町ホーム管理者  

〃 秋 葉 信 悦 酒田公共職業安定所長 

〃 相 田 健 治 山形県庄内総合支庁地域保健福祉課長 

〃 佐 藤 雅 之 山形県庄内児童相談所長 

〃 草 間 智 弘 山形県立酒田特別支援学校長 

〃 阿  部  周 酒田市教育委員会学校教育課長 

任期：令和 2年 7月 1日～令和 4年 6 月 30日 
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６ 第５期酒田市障がい者福祉計画及び第６期酒田市障がい福祉計画・第２

期酒田市障がい児福祉計画の策定経過 

 

年 月 日 事   業   内   容 

令和 2年 5月～ 6月 第４期障がい者福祉計画の進捗状況調査、現状と課題の整理 

令和 2年 5月 27日 民生常任委員協議会に状況報告 

令和 2年 7月～ サービス見込等算出作業 

令和 2年 8月 20日 

    ～9月 18日 
計画策定に係るニーズ調査の実施 

令和 2年 8月 21日 山形県に中間報告（見込量の報告） 

令和 2年 8月 24日 第１回障がい者施策推進協議会・障がい者地域自立支援協議会 

令和 2年 9月～ 計画策定作業 

令和 2年 11月 16日 第 2 回障がい者施策推進協議会・障がい者地域自立支援協議会 

令和 2年 12月 22日 策定関係課長会議 

令和 3年 1月 28日 策定関係部長会議 

令和 3年 2月 10日 山形県に意見照会 

令和 3年 2月 15日 民生常任委員協議会に計画概要の報告 

令和 3年 2月 17日 山形県からの回答 

令和 3年 2月 16日 

～3月 7日 
市民意見公募（パブリックコメント） 

令和 3年 3月 22日 第３回障がい者施策推進協議会・障がい者地域自立支援協議会 

令和 3年 3月  計画策定、山形県に報告 
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第 2 期（令和 3 年度～5 年度） 

７ 第５期酒田市障がい者福祉計画、第６期酒田市障がい福祉計画及び第２

期酒田市障がい児福祉計画の計画期間 

 

 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

障がい者福祉計画  

障がい福祉計画   

障がい児福祉計画   

 

 

 

８ 第５期酒田市障がい者計画及び第６期酒田市障がい福祉計画・第２期酒

田市障がい児福祉計画の策定におけるニーズ調査 

 

調査期間  令和 2年 8月 20日～9月 18日 

調査対象者数  500名   身体障害者手帳所持者    218名 

療育手帳所持者       176名 

精神障害者保健福祉手帳   106名 

 

身体障害者手帳所持者 

218名 

療育手帳所持者 

176名 

精神障害者保健福祉手帳 

所持者 106 名 

114名 104名 111名 65名 56名 50名 

回答 281名（56.2％） 未回答 219名（43.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 期（令和 3年度～8年度） 

第 6 期（令和 3 年度～5 年度） 第 7 期（令和 6 年度～8 年度） 

  第 3 期（令和 6 年度～8 年度） 
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__回答者について  

障がい者手帳台帳に登録された者から、手帳種別、年齢階級別にそれぞれの登録

者数割合で無作為抽出し 500名にアンケートを郵送依頼した。期限内に返送のあっ

た有効回答は 281件であった。 

 

 

 有効回答 281 件のうち、身体障害者手帳を所持と回答あったものは 155 件、療育

手帳を所持と回答あったものは 137件、精神障害者保健福祉手帳所持を所持と回答

あったものは 60件だった。 

※手帳を複数所持している者もいるため、有効回答数≠手帳所持者計となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

31

33

44

61

39

31

9

13

4

0 10 20 30 40 50 60 70

0～9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

年齢階級別回答者数

１級

42%

２級

23%

３級

10%

４級

10%

５級

10%

６級

5%

療育

A

50%

療育

B

50%

１級

17%

２級

58%

３級

25%

１級 65人
２級 35人
３級 16人
４級 16人
５級 16人
６級 7人

身体障害者手帳

療育A 69人
療育B 68人

療育手帳

１級 10人
２級 35人
３級 15人

精神障害者保健福祉手帳
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__日常生活について  

日常生活では主に「父母・祖父母・兄弟姉妹」や「施設職員等」によって支援が

行われており、「お金の管理の援助」、「外出の援助」、「薬の管理の援助等」が多くの

者に必要とされている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

父母・祖父母・

兄弟姉妹

48%

ホームヘルパー

や施設の職員

34%

配偶者

12%

子ども

3%

その他

3%

日常生活の主な支援者

52

75

82

83

99

120

125

133

135

151

0 20 40 60 80 100 120 140 160

家の中の移動の介助

食事の介助

衣服の着脱の介助

トイレの介助

入浴の介助

身だしなみの介助

家族以外との意思疎通の援助

薬の管理の援助

外出の介助

お金の管理の援助

日常生活で必要な支援（複数回答）

父母・祖父母
・兄弟姉妹

111人

ホームヘルパー
や施設の職員

79人

配偶者 27人
子ども 7人
その他 7人
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__住まいや暮らしについて  

 現在は「家族と暮らしている」者が大半で、今後必要な支援として経済的な不安

の解消や何かあった時などの相談先の確保、福祉施設・グループホームへの入所に

関わる支援が必要と考えている者が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族と暮らし

ている

77%

福祉施設で暮

らしている

10%

一人で暮らし

ている

6%

グループホー

ムで暮らして

いる

4%

病院に入院し

ている

3%

現在の暮らしについて

12

49

68

75

78

88

95

97

135

0 20 40 60 80 100 120 140

その他

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること

生活訓練等の充実

コミュニケーションについての支援

地域住民等の理解

必要な在宅サービスが適切に利用できること

障がい者に適した住居の確保

相談対応等の充実

経済的な負担の軽減

希望する暮らしに必要と思う支援（複数回答）

家族と暮らしている 213人
福祉施設で暮らしている 29人
一人で暮らしている 17人
グループホームで暮らしている 12人
病院に入院している 7人
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__日中活動や就労について  

 外出は「毎日」または「１週間に数回」と答えた者が全体の８割で、主に「買い

物」、「通勤・通学・通所」や「医療機関の受診」を目的に外出している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日外出する

52%１週間に数回

外出する

30%

めったに外出しない

10%

まったく外出しない

7%

無回答

1%

外出について

父母・祖父母・兄弟姉妹

34%

一人で外出する

33%

ホームヘルパー

や施設の職員

13%

配偶者

9%

無回答

7%

子ども

3% その他

1%

主な同伴者

毎日外出する 146人
１週間に数回外出する 86人
めったに外出しない 27人
まったく外出しない 20人
無回答 2人

父母・祖父母・兄弟姉妹 89人
一人で外出する 86人
ホームヘルパーや施設の職員 33人
配偶者 24人
無回答 17人
子ども 7人
その他 3人
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外出時の困りごととして、一人での外出や同伴者に何かあった時など、「困った

時にどうすればいいのか」といった心配や、利用できる（したい）「公共交通機関が

少ない（ない）」といった回答が多く挙げられている。 
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その他

グループ活動に参加する

訓練やリハビリに行く

友人・知人に会う

趣味やスポーツをする

散歩に行く

医療機関への受診

通勤・通学・通所

買い物に行く

外出の目的（複数回答）

21

21

25

26

38

38

46

47

52

59

67

0 10 20 30 40 50 60 70

介助者が確保できない

その他

切符の買い方や乗り換えの方法がわかりにくい

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

発作など突然の身体の変化が心配

周囲の目が気になる

外出先の建物の設備が不便

外出にお金がかかる

公共交通機関が少ない（ない）

困った時にどうすればいいのか心配

外出する時の困りごと（複数回答）
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 障がい者の就労支援に必要と思うことでは「職場の障がい者理解」と「職場の上

司や同僚に障がいの理解があること」が特に多くなっている。 
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設・作業

所等

25%

仕事（収入

あり）
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無回答
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平日日中の過ごし方
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48

51

72

73

86

92

95

96

97

131

132

0 20 40 60 80 100 120 140

その他

企業ニーズに合った就労訓練

在宅勤務の拡充

勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

職場で介助や援助等が受けられること

仕事についての職場外での相談対応、支援

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること

通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数等の配慮

具合が悪くなった時に気軽に通院できること

職場の上司や同僚に障がいの理解があること

職場の障がい者理解

障がい者の就労支援に必要と思うこと（複数回答）

福祉施設・作業所等 70
仕事（収入あり） 59
自宅 44
特別支援学校 31
施設入所・入院 29
専業主婦（主夫） 20
無回答 8
一般の高校、小中学校 7
幼稚園、保育所、障がい児通園施設 5
ボランティア 2
病院・デイケア 2
大学・専門学校等 2
その他 2
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__相談相手について  

 普段の相談相手は、接する機会が多く自分の状況（症状）を理解している「家族・

親せき」が最多となっており、相談（心配）事に的確な助言を得られそうな「施設

の指導員など」や、「かかりつけの医師・看護師」がそれに続いている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

7

10

17

21

22

23

25

29

62

77

87

192

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

民生委員・児童委員

障がい者団体や家族会

近所の人

その他

行政機関の相談窓口

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

相談支援事業所などの民間の相談窓口

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

職場の上司や同僚

友人・知人

かかりつけの医師や看護師

施設の指導員など

家族や親せき

普段の相談相手（複数回答）
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__障がい福祉サービス等の利用について  

 障がい福祉サービスの現在の利用として、「就労継続支援」、「生活介護」、「計画相

談支援」の回答が多かったが、今後の利用希望では「短期入所」が最も多かった。 

 障がい児の福祉サービスとしては、現在、今後とも「放課後等デイサービス」が

最も多い回答となっている。 

 

 

 

 

 

0

4

1

0

7

17

0

5

0

0

23

3

38

1

14

13

2

32

0

16

16

1

0

1

2

7

0

0

1

0

2

11

0

1

3

5

6

7

10

11

9

13

6

8

0

25

11

3

5

4

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

医療型児童入所施設

福祉型児童入所施設

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

障がい児相談支援

放課後等デイサービス

医療型児童発達支援

児童発達支援

地域定着支援

地域移行支援

計画相談支援

就労定着支援

就労継続支援

就労移行支援

自立訓練

共同生活援助

自立生活援助

生活介護

療養介護

短期入所

施設入所支援

重度障がい者等包括支援

行動援護

同行援護

重度訪問介護

居宅介護

障がい福祉サービスの今後の利用予定（複数回答）

同じくらい 増 減
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__権利擁護について  

 障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるか、という設問に

ついて「ある」または「少しある」と回答した者は 52％となった。また、理解でき

ないため本人は嫌な思いをしていないが同伴の家族が嫌な思いをする、といった意

見もあった。 

 

  

差別や嫌な思いをする（した）場所として「外出中」が一番多く、次いで「学校・

職場」という回答が多かった。前述の『障がい者の就労支援に必要と思うこと』で

も「職場の障がい者理解」と「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が特

に多い回答となっている。 

 

 

 

ある

26%

少しある

26%

ない

37%

無回答

11%

障がいを理由に差別等されたこと

15

18

21

21

25

56

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

余暇を楽しむとき

仕事を探すとき

病院などの医療機関

住んでいる地域

学校・職場

外出中

差別等を受けた場所（複数回答）

名前も内容も

知っている

24%

名前だけ聞い

たことがある

31%

名前も内容も

知らない

35%

無回答

10%

成年後見制度について

ある 72人
少しある 72人
ない 105人
無回答 32人

名前も内容も知っている 66人
名前を聞いたことがあるが、内容は知らない 88人
名前も内容も知らない 99人
無回答 28人
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__災害時の避難等について  

 災害時の単独避難について「できる」と答えた者は全体の 29％、「できない」ま

たは「わからない」と答えた者は 67％となった。 

 また、家族不在時や一人暮らしの場合に近所で助けてくれる者について「いる」

と答えた者は全体の 21％、「いない」または「わからない」と答えた者は 72％とな

った。

  
 

 

 

 災害時に困ることは、トイレや電源、集団の中での生活が難しいなどの理由で「避

難場所の設備や生活環境が不安」の回答が最多となった。 

 

 

できる

29%

できない

44%

わからない

23%

無回答

4%

災害時の単独避難

いる

21%

いない

42%

わからない

30%

無回答

7%

家族不在時等で近所に助けてくれる人

14

20

25

27

69

72

102

114

124

163

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

救助を求めることができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

投薬や治療が受けられない

安全なところまで、迅速に非難することができない

避難場所の設備や生活環境が不安

災害時に困ること

できる 82人
できない 124人
わからない 64人
無回答 11人

いる 58人
いない 117人
わからない 86人
無回答 20人
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用 語 説 明 

 

 

 

アビリンピック 

 全国障害者技能競技大会のことで、雇用の促進と地位向上を図ることを目的として、ほ

ぼ毎年開催されており、15 歳以上の障がい者が参加している。 

山形大会は、平成 28年 10月から 11月までの間の 3日間、山形テルサ、山形市総合スポ

ーツセンター、山形ビッグウィングを会場として 24種目の競技が開催された。 

 

 

基幹相談支援センター 

 障害のある方やその家族の方の最初の相談窓口として、地域の障がい福祉に関する相談

支援の中核的な役割を担う機関。 障がいの種別（身体障がい・知的障がい・精神障がい）

や障害者手帳の有無にかかわらず、相談者に必要な支援などの情報提供や助言を行う。ま

た、地域の相談機関との連携や、相談事業者への専門的な指導助言、人材育成を行う。さ

らに、夜間の連絡や緊急時の対応が必要な場合の支援や虐待や権利擁護に関する相談窓口

としても機能する。 

 

高次脳機能障がい 

交通事故や転落事故、スポーツ事故等によって脳に損傷を受け、あるいは脳血管疾患の

後遺症として、各種の障がいを生じ、これに起因して日常生活・社会生活への適応が困難

となる障がいをいう。障がいの症状としては、次のものがある。 

①記憶障がい 物の置き場所を忘れたり、新しい出来事を覚えていられなくなる。 

②注意障がい ぼんやりしていて、何かするとミスが多い。２つのことを同時にすると

混乱する。 

③遂行性障がい 自分で計画を立てて物事を実行することができない。 

④半側機能障がい 目は見えるのに左側にある人や物を無視する。左側にある物にぶつ

かる。左側にあるものを食べない。まれに右側の場合もある。 

⑤病識欠落 自分が障がいを持っていることに対する認識がうまくできない。障がいが

無いかのように振る舞ったり、言ったりする。 

⑥感情障がい 怒りっぽくなる、子供っぽくなるなど感情のコントロールが難しくなる。 

⑦ 失言症 話す、聞く、読む、書けない、言葉で意志を伝えられない。 

⑧地誌的障がい 自分がいる場所が分からなくなる。 

 

か 行 

あ 行 
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個別の教育支援計画 

 障がいのある幼児児童生徒などについて、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の

業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で幼児児童生徒への教育的支援を行う

ために作成するもの。内容としては、支援の方針や内容・方法、支援を行う人及び関係機

関等を記載し、支援の全体像と役割分担を明確にして、必要かつ適切な支援を行う。 

 

個別の指導計画 

 幼児児童生徒一人ひとりの障がいの状況等に応じたきめ細やかな指導が行われるよう、

学校における教育課程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえ、

より具体的に一人ひとりの教育ニーズに応じて、指導目標や指導内容・方法等を盛り込ん

だ計画のこと。 

 

 

 

障害者週間 

 障害者基本法において、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深める

とともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意

欲を高めるため、１２月９日を「障害者の日」とした。この日は国連で「障害者の権利宣

言」が採択された日であり、我が国においては、昭和５６年１１月２８日の国際障害者年

推進本部決定により、１２月９日を「障害者の日」とした。 

「障害者の日」は、平成１６年の障害者基本法の改正の際に、「障害者週間」（１２月３

日～９日）として改正、法定化された。 

 

障害者就業・生活支援センター 

 職業生活における自立を図るために、就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の

支援を必要とする障がい者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図り

つつ、身近な地域において必要な指導、助言、職場実習の斡旋、就職後の定着支援、その

他の支援を行うことによりその雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的として、労働

局と都道府県が設置した施設。 

山形県内では、村山地域（山形市）、庄内地域（酒田市）、置賜地域（長井市）、最上地域

（新庄市）にそれぞれ１か所設置されている。 

連携する関係機関は、公共職業安定所、地域センター、障害者雇用支援センター、社会

福祉施設、医療施設、特別支援学校等である。 

 

社会的障壁  

障害者基本法第２条に規定しており、障がいがある者にとつて日常生活又は社会生活を 

営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

さ 行 
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重症心身障がい児（者） 

重度の肢体不自由と重度の知的障がいとを重複して持った児童（者）をいう。「重症心身

障がい」は医学的病名ではなく、行政的な用語。具体的な病名としては、「脳性麻痺」、「脳

損傷」、「染色体異常」、「先天性酸素欠損」などを例として様々ある。 

 

重層的支援体制 

 既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化、複合化した支援・ニーズに

対応する包括的な支援体制。 

 

ジョブコーチ支援事業 

ジョブコーチ（職場適応援助者）が職場等に出向き、障がい者・事業主及び当該障がい

者の家族に対し、障がい者の職場適応に関するきめ細やかな人的支援を実施することによ

り障がい者の職場適応を図り、雇用の促進及び雇用の安定に資することを目的とする国の

事業。 

 

スペシャルオリンピックス（ＳＯ） 

知的発達障がいのある人たちに、日常的なスポーツ・トレーニングと、その成果の発表

の場である競技会を、年間を通じて提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織で

ある。ＳＯでは、スポーツ・トレーニング・プログラムに参加する知的発達障がいのある

人たちを、「アスリート」と呼んでいる。 

 

成年後見制度 

民法の一部改正により平成１２年４月から施行された。判断能力が不十分な認知症高齢

者や知的障がい者、精神障がい者が、後見人等の支援を受けて契約やサービス利用を行う

制度。従来の「禁治産」・「準禁治産」を「後見」・「保佐」に改め、また、新たに軽度の障が

い者のために「補助」制度を設けた。援助者は、それぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」

となる。 

家庭裁判所が適切な「法定後見人」を選任するが、前もって本人が、「任意後見人」を指

定することもできる。 

成年後見制度が財産管理等に関する公益保護を行うのに対し、判断能力が十分でない人

たちへの福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等を行う「地域福祉権利擁護事業（福

祉サービス利用援助事業）」を平成１１年１０月から社会福祉協議会で実施している。 

 

 

 

通級指導教室 

小・中学校の通常の学級に在籍している比較的軽度の障がいがある児童生徒に対して、

た 行 
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各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障がいの状態に応じた特別な指

導を行う特別の指導の場。 

 

特別支援学級 

旧学校教育法で規定されていた「特殊学級」が、学校教育法の改正により「特別支援学

級」となった。障がいの比較的軽い児童生徒のために小中学校に障がいに応じ設置される

少人数（８人を上限）の学級であり、弱視、難聴、知的障がい、肢体不自由、病弱・心身虚

弱、言語障がい、情緒障がいの特別支援学級がある。 

 

特別支援教育 

学校教育法の一部改正により、平成１９年４月より、従来の「特殊教育」に代わり、「特

別支援教育」が実施されることとなり、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育ニーズに基づ

いて教育的対応を行うものとされた。対象も、従来の特殊教育の対象とされた器質的な障

がい（視覚障がい、聴覚障がい、運動機能障がい知的障害障がい等）に、発達障害者支援

法に定義される学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等

が加えられた。文部科学省の「特別支援教育について」資料文中では、従来の「障がい児」

の表現が「支援を必要としている子」という表現に変わっている。 

 

特別支援教育巡回相談員 

以下の知識、技能、経験を有する者で、特別支援教育にあたる。①特別支援教育に関する

知識と技能、②学習障がい(ＬＤ)、注意欠陥多動性障がい(ＡＤＨＤ)、高機能自閉症等に

関する知識、③アセスメントの知識と技能、④教師への支援に関する知識と技能、⑤他機

関との連携に関する知識と技能、⑥学校や地域の中での可能な支援体制に関する知識、⑦

個人情報の保護に関する知識 

 

特別支援学校 

学校教育法が改正され、従来の盲学校・聾学校・養護学校（幼稚部・小学部・中学部・高

等部）の「特別学校」制度が、複数の障がい種別を受け入れることができる「特別支援学

校」に移行された。障がいの種別としては、視覚障がい、聴覚障がい、知的障害、肢体不自

由、病弱となる。 

 

 

 

発達障がい 

発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障

がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常

低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されている。 

は 行 
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学齢期、思春期、成人期における発達障がいの二次障がいと統合失調症とが、よく似た症

状の場合があり、統合失調症や境界性人格障がいなどに誤診されることがある。一方、発達

障がいのある人が、統合失調症を発症する場合や、一時的に精神病症状を示すこともある。 

① 広汎性発達障がい（自閉症スペクトラム） 

「自閉症スペクトラム」とも呼ばれ、社会性の障がいを中心とする発達障がいである。

さらに、次のように分類される。 

ａ 自閉症 

３歳位までに現れ、ｱ.他人との社会的関係の形成の困難さ、ｲ.言葉の発達の遅れ、ｳ.

興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がいであり、中枢神

経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

基本症状には含まれないが、重要な問題として、知覚過敏がある。知覚過敏としては、

聴覚過敏、触覚過敏、嗅覚過敏、視覚過敏などの存在が知られている。 

ｂ アスペルガー症候群（アスペルガー障がい） 

知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないも

のである。 

ｃ 高機能自閉症 

３歳位までに現れ、ｱ.他人との社会的関係の形成の困難さ、ｲ.言葉の発達の遅れ、ｳ.

興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がいである自閉症の

うち、知的発達の遅れを伴わない（知的に高い）ものをいう。また、中枢神経系に何らか

の要因による機能不全があると推定される。 

② 学習障がい（ＬＤ） 

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は

推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指す

ものである。学習障がいは、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障がいがある

と推定されるが、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がいなどの障がいや環境

的な要因が直接の原因となるものではない。 

③ 注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ） 

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障

がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、７歳以前に現れ、

その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

 

 

 

やまがたサポートファイル 

 発達障がいで支援が必要な方の特性や必要な配慮、相談や支援、診察の履歴等の情報を

ファイリングし、入園、就学・進学、就労等で支援者が代わる機会に説明の負担を軽減し、

円滑な支援につなげるための山形県独自の情報共通ツールのこと。 

や 行 
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山形県福祉のまちづくり条例 

平成１２年４月に施行され、不特定多数が利用する一定以上の建物・施設の新設、増改

築の際に計画段階での事前協議を義務付け、整備基準により必要に応じ指導助言を行い、

適合証を交付し、物理面のバリアフリー化の推進を図った。 

 

山形県みんなにやさしいまちづくり条例 

 平成２０年に、「山形県福祉のまちづくり条例」が、「山形県みんなにやさしいまちづく

り条例」に改正された。 

 

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業 

 全ての児童生徒が分かる喜びや学ぶ意義を実感できるために、配慮を要する児童生徒に

は｢ないと困る支援｣で、他の児童生徒にも「有効な支援」を考え、取り入れた授業のこと。

（県教育センター「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりハンドブック」

より） 

  

ユニバーサルデザインの 7つの視点 

 〔学級づくりの土台をデザインする〕①教室環境②学習や生活のきまり③関係づくり 

〔授業づくりを進めるための手立てをデザインする〕④授業の構成⑤教師の話し方、発問

や指示⑥板書、ノートやファイル⑦教材・教具（山形県教育センター「ユニバーサルデザ

インの視点を取り入れた授業づくりハンドブック」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５期 酒田市障がい者福祉計画 

第６期 酒田市障がい福祉計画 

第２期 酒田市障がい児福祉計画 
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